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Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
の
労
使
は
昨
年
一
二

月
、
積
年
の
課
題
だ
っ
た
「
五
〇
歳
退
職
・

再
雇
用
制
度
」
を
廃
止
し
、
採
用
か
ら
六
五

歳
ま
で
の
処
遇
体
系
を
見
直
す
一
方
、
新
た

な
六
〇
歳
超
の
雇
用
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
合

意
し
た
。
定
年
ま
で
の
新
た
な
処
遇
体
系
で

は
、
基
本
給
的
な
項
目
が
圧
縮
さ
れ
、
成
果
・

業
績
に
応
じ
て
支
払
う
手
当
の
ウ
ェ
ー
ト
が

増
し
た
こ
と
も
あ
り
、
中
堅
か
ら
ベ
テ
ラ
ン

層
の
賃
金
カ
ー
ブ
は
現
行
よ
り
緩
や
か
な
曲

線
と
な
る
。
一
方
、
六
五
歳
ま
で
の
就
労
に

つ
い
て
は
、
六
〇
歳
定
年
は
維
持
す
る
も
の

の
、定
年
前
の
ス
キ
ル
・
経
験
を
生
か
し
、「
標

準
ス
キ
ー
ム
」
で
年
収
三
〇
〇
万
円
程
度
、

「
ハ
イ
レ
ベ
ル
ス
キ
ー
ム
」（
選
考
あ
り
）
で

は
年
収
四
〇
〇
万
円
程
度
を
確
保
す
る
。

「
五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度
」

（
雇
用
選
択
制
度
）が
導
入
さ
れ

た
背
景

　

そ
も
そ
も
、「
五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制

度
」
が
導
入
さ
れ
た
背
景
は
何
だ
っ
た
の

か
。
一
九
九
九
年
七
月
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
持
株
会

社
の
下
に
二
社
の
地
域
通
信
会
社(
Ｎ
Ｔ
Ｔ

東
日
本
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
）
と
一
社
の
長
距

離
・
国
際
通
信
会
社（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
）
に
再
編
成
さ
れ
、
固
定
電
話
中

心
の
事
業
構
造
か
ら
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
情
報

流
通
企
業
グ
ル
ー
プ
」
へ
の
転
換
を
め
ざ
す

グ
ル
ー
プ
経
営
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

再
編
以
降
、
旧
電
電
公
社
の
主
力
事
業

だ
っ
た
固
定
電
話
系
の
業
務
を
引
き
継
い
だ

東
西
地
域
会
社
な
ど
は
、
厳
し
い
経
営
状
況

に
陥
る
。
そ
の
背
景
に
は
固
定
電
話
の
独
占

が
終
了
し
た
こ
と
、
日
米
合
意
に
よ
る
通
信

回
線
の
接
続
料
金
の
引
き
下
げ
、
マ
イ
ラ
イ

ン
の
導
入
に
伴
う
通
話
料
金
の
引
き
下
げ
な

ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

携
帯
電
話
の
普
及
が
東
西
会
社
を
取
り
巻

く
環
境
を
一
段
と
厳
し
い
も
の
に
し
て
い

た
。
二
〇
〇
〇
年
度
の
決
算
を
見
る
と
、
Ｎ

Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
が
六
八
六
九
億
円
の
経
常
利
益

を
上
げ
る
一
方
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
の
経
常
利

益
は
一
四
一
億
円
に
と
ど
ま
り
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
は
一
〇
五
七
億
円
の
経
常
赤
字
と
な
っ

た
。
ま
た
、
労
務
構
成
上
、
団
塊
の
世
代
が

こ
の
固
定
電
話
系
の
会
社
に
多
か
っ
た
こ
と

も
、
経
営
的
に
は
大
き
な
重
石
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
新
規
採
用
の
凍
結
を
行
う

一
方
、
二
〇
〇
〇
～
〇
二
年
に
は
希
望
退
職

も
実
施
し
、
三
年
間
で
約
二
万
一
〇
〇
〇
人

が
職
場
を
去
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
経

営
側
は
組
合
に
対
し
て
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー

プ
三
カ
年
経
営
計
画
」
を
提
案
し
た
。
同

計
画
に
は
、
さ
ら
な
る
経
営
改
善
の
施
策

と
し
て
、
東
西
会
社
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
ウ
ェ

ア
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
の
社
員
約

一
六
万
四
〇
〇
〇
人
の
う
ち
一
一
万
人
強

（
管
理
職
含
む
）
を
各
地
域
に
新
設
す
る
グ

ル
ー
プ
会
社
に
移
す
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
た
。

　

ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
さ
れ
る
社
員
は
、
五
〇
歳

時
点
で
「
退
職
・
再
雇
用
型
」
か
「
六
〇
歳

満
了
型
」
を
選
択
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

た
。「
退
職
・
再
雇
用
型
」
を
選
択
し
た
場
合
、

所
属
企
業
を
退
職
し
、
勤
務
地
域
が
限
定
さ

れ
た
再
就
職
先
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
配
属
さ

れ
、
賃
金
が
一
五
～
三
〇
％
減
額
さ
れ
る
。

六
〇
歳
退
職
以
降
は
六
〇
歳
超
え
契
約
社
員

と
し
て
六
五
歳
ま
で
雇
用
さ
れ
る
。「
六
〇

歳
満
了
型
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
六
〇
歳

の
定
年
年
齢
ま
で
雇
用
さ
れ
る
が
、
六
〇
歳

以
降
の
再
雇
用
は
な
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
受
け
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
企
業

の
労
働
者
で
構
成
す
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働
組
合

は
、
賃
金
カ
ッ
ト
分
を
補
填
す
る
「
激
変
緩

和
措
置
」
を
経
営
側
に
求
め
、
協
議
を
続
け

た
。
し
か
し
、
組
合
は
東
・
西
会
社
の
財
務

問
題
が
構
造
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ

を
先
送
り
し
た
ま
ま
で
は
雇
用
確
保
は
難
し

い
と
判
断
。
最
終
的
に
は
「
最
大
で
五
〇
～

六
〇
％
の
補
填
」
で
、
同
年
一
一
月
に
決
着

し
た
。

　

退
職
・
再
雇
用
制
度
は
二
〇
〇
二
年
五
月

か
ら
導
入
さ
れ
、
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、

グ
ル
ー
プ
会
社
に
移
っ
た
。
労
使
に
と
っ
て

「
五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度
」
の
導
入
は
、

雇
用
を
守
る
た
め
の
苦
渋
の
選
択
だ
っ
た
と

い
え
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
が「
五
〇
歳
退
職
・

再
雇
用
制
度
」
の
見
直
し
を
求

め
る

　

二
〇
〇
八
年
二
月
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
中
央

委
員
会
で
森
嶋
正
治
委
員
長
（
当
時
）
は
、

　

60
歳
以
降
の
雇
用
確
保
に
向
け
た

労
使
の
取
り
組
み　

調
査
・
解
析
部
　

【事例１】
処遇体系を再構築し、
65歳までの継続雇用

スキームを実現
ＮＴＴグループ
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五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
か

ら
の
六
年
間
を
振
り
返
り
、「
経
営
側
の
『
反

転
攻
勢
を
か
け
る
』
等
の
明
言
に
組
合
側
も

懸
命
に
応
え
て
き
た
が
、
そ
の
成
果
は
具
体

的
な
見
返
り
を
得
ら
れ
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
決
し
て
高
ま
っ
て
い
る

と
言
え
な
い
」な
ど
と
指
摘
。そ
の
上
で
、「
今

春
闘
を
ス
タ
ー
ト
に
、
中
・
長
期
的
な
視
点

に
立
っ
て
処
遇
制
度
の
改
善
に
向
け
た
検
討

を
行
う
よ
う
会
社
側
に
要
請
し
、
取
り
得
る

最
善
の
も
の
を
見
出
し
て
ゆ
き
た
い
」
な
ど

と
述
べ
、
制
度
の
改
定
を
求
め
る
考
え
を
明

ら
か
に
し
た
。
ま
た
同
年
夏
の
定
期
大
会
で

は
、「
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
を
ト
ー
タ
ル
で

捉
え
た
制
度
等
の
検
討
に
着
手
す
る
必
要
が

あ
る
」
と
の
認
識
で
一
致
。
翌
〇
九
年
の
大

会
で
は
運
動
方
針
の
中
に
重
点
課
題
と
し
て
、

六
五
歳
ま
で
の
雇
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
は
会
社
側
に
申
し

入
れ
交
渉
を
繰
り
返
し
、
制
度
の
見
直
し
に

向
け
て
「
今
後
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ
の
事
業

環
境
・
経
営
状
況
や
厚
生
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
の
引
き
上
げ
な
ど
、
公
的
制
度
の
動
向

等
も
踏
ま
え
つ
つ
、中
期
的
な
検
討
を
行
う
」

と
の
会
社
見
解
を
引
き
出
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
労
組
は
組
織
内
検
討
を
進

め
、
二
〇
一
二
年
二
月
の
中
央
委
員
会
で
、

現
行
賃
金
制
度
の
「
成
果
・
業
績
を
重
視
す

る
」
設
計
精
神
を
踏
襲
す
る
と
と
も
に
、
今

次
見
直
し
で
は 

①
六
〇
歳
定
年
制
を
維
持

し
た
上
で
六
〇
歳
以
降
の
安
定
し
た
雇
用
や

働
き
が
い
に
つ
な
が
る
仕
組
み
作
り
を
目
指

す
、
②
雇
用
の
安
定
・
確
保
や
人
材
の
育

成
・
交
流
等
を
考
慮
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー
プ

主
要
八
社
の
「
共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

賃
金
」
と
す
る
、
③
二
〇
〇
二
年
の
構
造
改

革
時
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
・
西
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー

ズ
、コ
ム
ウ
ェ
ア
で
導
入
し
た
「
雇
用
選
択
・

処
遇
体
系
の
選
択
」
に
つ
い
て
は
廃
止
を
前

提
に
会
社
対
応
を
行
う
―
―
等
を
盛
り
込
ん

だ
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
の
基
本
ス
タ
ン
ス
」
を
決

定
。
そ
の
後
、
中
央
本
部
が
グ
ル
ー
プ
主
要

八
社
に
「
申
入
書
」
を
提
出
し
、
労
使
で
議

論
を
積
み
重
ね
た
。

　

そ
の
結
果
、
昨
年
三
月
一
五
日
の
春
闘
回

答
日
に
、
①
今
後
の
事
業
運
営
に
向
け
た
人

材
育
成
・
確
保
等
の
考
え
方
、
②
グ
ル
ー
プ

各
社
の
事
業
特
性
を
踏
ま
え
た
働
き
が
い
に

つ
な
が
る
制
度
の
確
立
に
向
け
た
考
え
方
、

③
六
〇
歳
超
え
の
雇
用
期
間
に
お
け
る
働
き

方
と
環
境
整
備
に
向
け
た
考
え
方
、
④
東
日

本
、
西
日
本
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
、
コ
ム

ウ
ェ
ア
に
お
け
る
「
雇
用
選
択
・
処
遇
体
系

の
選
択
」
を
含
め
た
制
度
見
直
し
の
考
え
方

―
―
等
が
会
社
側
か
ら
示
さ
れ
た
。

　

回
答
の
中
に
は
「
見
直
し
に
向
け
た
基
本

的
考
え
方
を
速
や
か
に
明
ら
か
に
す
る
」
と

の
文
言
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

会
社
側
に
具
体
案
の
提
起
を
迫
っ
た
と
こ
ろ
、

四
月
五
日
に
今
回
、
合
意
し
た
「
今
後
の
事

業
運
営
等
を
踏
ま
え
た
処
遇
体
系
の
再
構

築
」
が
会
社
か
ら
提
案
さ
れ
た
。

六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
ス
キ

ー
ム
で
は
標
準
と
ハ
イ
レ
ベ
ル

を
設
定

　

昨
年
一
二
月
に
決
着
し
た
今
回
の
交
渉

で
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
（
加
藤
友
康
委
員
長
、

一
七
万
八
〇
〇
〇
人
）
が
、
も
っ
と
も
評
価

す
る
の
は
「
五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度
」

を
廃
止
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
昨
年
春
の
会
社

提
案
を
受
け
、
組
合
で
は
職
場
討
議
、
夏
の

定
期
大
会
、
臨
時
中
央
委
員
会
を
経
て
労
働

側
か
ら
追
加
要
求
等
も
行
い
、
妥
結
に
至
っ

た
。
野
田
三
七
生
事
務
局
長
は
、
今
春
闘
の

方
針
を
決
め
た
二
月
一
三
日
の
中
央
委
員
会

の
経
過
報
告
の
中
で
、「
今
次
交
渉
に
お
い

て
、
積
年
の
悲
願
で
あ
る
『
雇
用
形
態
選
択

制
度
』、
い
わ
ゆ
る
『
退
職
・
再
雇
用
制
度
』

を
廃
止
す
る
と
の
労
使
合
意
に
至
っ
た
こ
と

は
、
今
次
取
り
組
み
に
お
け
る
最
大
の
成
果

で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
組
合
だ
け
で
な

く
会
社
に
と
っ
て
も
肩
の
荷
が
下
り
た
と
い

う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
「
退
職
・
再
雇
用
制
度
」
に
代
わ
り
、
導

入
さ
れ
る「
六
〇
歳
超
継
続
雇
用
ス
キ
ー
ム
」

の
概
要
は
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　

こ
の
ス
キ
ー
ム
は
、
先
に
紹
介
し
た
現
行

の
キ
ャ
リ
ア
ス
タ
ッ
フ
制
度(

在
職
老
齢
年

金
と
高
年
齢
者
継
続
雇
用
給
付
金
を
含
め
て

三
〇
〇
万
円
程
度)

と
は
別
に
創
設
さ
れ
る

も
の
。
キ
ャ
リ
ア
ス
タ
ッ
フ
制
度
が
定
年
前

の
ス
キ
ル
・
経
験
が
活
用
で
き
る
業
務
、
高

齢
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
十
分
発
揮
で
き
る
業

務
、
定
型
的
・
反
復
的
業
務
―
―
に
従
事
す

る
枠
組
み
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
新
た
な

ス
キ
ー
ム
は
、
就
労
終
了
ま
で
ス
キ
ル
と

チ
ャ
レ
ン
ジ
意
欲
を
保
持
し
、
継
続
的
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
発
揮
を
可
能
と
す
る
仕
組

み
が
必
要
な
た
め
創
設
し
た
と
し
て
い
る
。

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、

定
年
ま
で
に
培
っ
た
職
務
経
験
を

生
か
し
て
も
ら
う
た
め
希
望
者
全

員
を
年
収
三
〇
〇
万
円
程
度
で
雇

用
す
る
「
標
準
ス
キ
ー
ム
」
と
、

選
考
が
前
提
な
が
ら
高
い
職
務
遂

行
能
力
や
専
門
性
に
基
づ
き
優
れ

た
成
果
・
業
績
を
継
続
的
に
あ
げ

る
従
業
員
向
け
に
年
収
四
〇
〇
万

円
程
度
の
「
ハ
イ
レ
ベ
ル
ス
キ
ー

ム
」
も
用
意
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
ス

タ
ッ
フ
は
シ
ョ
ー
ト
タ
イ
ム
、
隔

日
四
日
、
隔
日
三
日
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
新
た
な
両
ス

キ
ー
ム
と
も
フ
ル
タ
イ
ム
の
月
給

制
が
前
提
だ
（
図
１
）。

　

雇
用
契
約
上
も
、
従
来
あ
っ
た

健
康
要
件
な
ど
の
雇
用
更
新
基
準

も
見
直
さ
れ
、
組
合
の
要
望
も
踏

ま
え
、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
希

望
者
全
員
が
、
一
年
毎
更
新
な
が

ら
実
質
的
に
六
五
歳
ま
で
、
働
き

続
け
ら
れ
る
仕
組
み
が
整
備
さ
れ

る
見
通
し
に
な
っ
た
。
評
価
も
実

施
さ
れ
、
六
〇
歳
未
満
の
制
度
と

は
異
な
る
も
の
の
、
毎
年
、
発
揮

現行制度

[賃金項目の再構築のイメージ]

成果手当

外勤手当

職責手当

地域加算手当

成果加算

資格賃金

事業特性
等に応じ
た手当

60歳超継続
雇用スキーム

資格賃金

加給

区分

位置づけ等

標準スキーム ハイレベルスキーム

処遇体系の再構築後

定年退職時までに培った職
務経験等に基づき、一定の
成果・業績をあげる者を年
収300万円程度で雇用

高い職務遂行能力や専門性
に基づき優れた成果・業績
を継続的にあげる者を年収
400万円程度で雇用

雇用契約の概要

雇入基準

雇用期間

会社が指定する業務、勤務場所において勤務
可能である者

─ ＊選考あり

１年間とし、満65歳に達した年度の年度末まで更新可能

労働条件等

勤務時間・休日、休暇、
福利厚生、等

現行の社員の制度、期待する働きぶりや就労終了まで

健康に働ける環境整備等をふまえ設定

発揮したパフォーマンスに応じた処遇の実現に向け設定評価

図１　賃金項目の再構築（60歳超継続雇用スキーム）
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し
た
成
果
・
役
割
に
応
じ
て
処
遇
（
一
時
金
）

に
反
映
さ
せ
る
予
定
だ
。

　

東
・
西
な
ど
既
存
の
「
五
〇
歳
退
職
・
再

雇
用
制
度
」
の
適
用
者
は
、
こ
の
ス
キ
ー
ム

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
東
日

本
、
西
日
本
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
、
コ

ム
ウ
ェ
ア
の
各
社
で
の
新
ス
キ
ー
ム
適
用

は
別
途
と
な
る
が
、
そ
の
他
の
会
社
は
、

二
〇
一
四
年
三
月
に
定
年
退
職
を
迎
え
る
人

か
ら
対
象
と
な
り
、
対
象
者
数
は
一
〇
〇
〇

人
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

な
お
、「
五
〇
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度
」

の
既
選
択
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
補

填
の
激
変
緩
和
措
置
を
受
け
て
い
な
い
人
も

出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
金
特
別
加
算

措
置
の
時
給
制
フ
ル
タ
イ
ム
へ
の
拡
大
お
よ

び
新
た
な
措
置
、
職
務
評
価
手
当
な
ど
事
業

特
性
等
に
応
じ
た
手
当
水
準
の
増
な
ど
を
措

置
す
る
。

　

新
た
な
処
遇
体
系
は
職
務
遂
行

上
期
待
さ
れ
る
レ
ベ
ル
の
伸
長

を
重
視

　

一
方
、
新
た
な
処
遇
体
系
の
導
入
は
今
年

一
〇
月
を
予
定
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
グ
ル
ー

プ
各
社
は
、
厳
し
い
競
争
環
境
の
も
と
、
新

た
な
事
業
・
成
長
分
野
に
進
出
し
て
い
く
た

め
に
、
社
員
に
は
長
期
的
視
点
を
も
っ
て
主

体
的
に
ス
キ
ル
・
ア
ッ
プ
と
専
門
性
を
深
め

つ
つ
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
新
処
遇
体
系
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
採
用
か
ら
六
五
歳
ま
で
を
一
連
の

就
労
期
間
と
し
、
六
〇
歳
超
の
継
続
雇
用
ス

キ
ー
ム
と
一
体
の
制
度
と
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
だ
。

　

世
代
に
か
か
わ
ら
ず
職
務
遂
行
上
期
待
さ

れ
る
レ
ベ
ル
を
基
本
的
給
与
と
し
、
各
事
業

運
営
の
特
性
に
応
じ
た
成
果
・
業
績
を
手
当

と
し
て
加
味
し
て
処
遇
に
反
映
さ
せ
る
。
こ

の
た
め
、
賃
金
項
目
の
う
ち
年
功
的
要
素
の

強
い
資
格
賃
金
な
ど
の
割
合
を
減
ら
す
一

方
、
成
果
・
業
績
に
応
じ
た
手
当
を
こ
れ
ま

で
よ
り
拡
大
す
る
結
果
、
賃
金
カ
ー
ブ
に
従

来
以
上
の
開
き
が
出
る
。
ハ
イ
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
場
合
、
現
行
制
度
よ
り
も
カ
ー

ブ
が
高
め
に
推
移
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
一

方
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
け
れ
ば
カ
ー
ブ

が
寝
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
。
ト
ー

タ
ル
で
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
賃
金

カ
ー
ブ
は
中
堅
層
以
降
に
な
だ
ら
か
に
な
る

格
好
だ
が
、
そ
の
分
を
六
〇
歳
超
の
継
続
雇

用
ス
キ
ー
ム
の
原
資
に
充
て
る
。
と
は
い
え
、

六
五
歳
ま
で
働
き
続
け
た
場
合
、
生
涯
年
収

は
減
少
し
な
い
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。

　

新
処
遇
体
系
は
、若
年
層
、中
堅
層
（
三
〇

歳
代
か
ら
四
〇
歳
代
を
イ
メ
ー
ジ
）、
ベ
テ

ラ
ン
層
（
五
〇
歳
代
を
イ
メ
ー
ジ
）、
成
熟

層
（
六
〇
歳
以
降
）
の
四
つ
の
ワ
ー
ク
ス

テ
ー
ジ
を
設
け
た
（
図
２
）。
入
社
後
、
一

定
期
間
は
多
様
な
経
験
を
積
み
つ
つ
着
実
に

ス
キ
ル
・
専
門
性
の
習
得
に
取
り
組
み
、
そ

の
後
、
事
業
の
中
核
を
担
い
つ
つ
、
新
分
野

に
も
積
極
的
に
対
応
し
、
さ
ら
に
六
〇
歳
以

降
は
そ
れ
ま
で
に
培
っ
た
ス
キ
ル
・
ノ
ウ
ハ

ウ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
業
務
や
技
術
継
承
な
ど

を
行
う
と
い
っ
た
、
世
代
別
の
成
長
・
役
割

＜ワークステージ＞

　　　　　＜若年層＞
スキル基盤を固め、育成を図る
ことにより、広範なスキル・専
門性を身に付ける

　　　　　　＜中堅層＞
スキルの向上と経験の積み重ねにより、
専門性を深めながら、実力を発揮する

　　＜ベテラン層＞
習得した専門性やスキル
を60才以降も見据えて、
維持・向上させながら、
事業を支える

　　＜成熟層＞
現役としてのスキル
や専門性を維持しつ
つ、培った経験を活
かし事業に貢献する

＜手当の例示＞

　◎営業従事者

　　１年間の販売成果に応じ、毎月の手当額を決定

　◎バックヤード業務従事者

　　１年間の業績を反映した評価に応じ、毎月の手当額を決定

　◎新規事業従事者

　　新たな事業創出に向け関連会社へ出向しチャレンジする

　　場合に手当を支払う

現行賃金カーブイメージ

新賃金カーブイメージ

現行の
反映幅 新制度の

反映幅

[賃金項目の再構築のイメージ]

成果・業績に
応じて支払う

手当

役割・職務
等に
応じて

支払う手当

基本的
給与

成果・業績に
応じて支払う

手当

役割・職務
等に
応じて

支払う手当

基本的
給与

社員の発揮する能力に応じ、「標準

スキーム」及び「ハイレベルスキー

ム」へ雇用

成果・役割に応じ処遇に格差を設ける

ハイレベルスキーム

標準スキーム

60歳退職

現行制度

資格賃金
＋成果加算

（プラットフォーム）

成果手当
資格賃金、成果加算を補完する手当で
あり、成果・業績をより短期的に反映
する賃金

外勤手当
特定の業務に従事する社員が外勤作業
に従事したときに支払う賃金

職責手当
他の社員の指導および業務の監督等の
職責を有する社員に対して支払う賃金

地域加算
手当

求められる人材を特定地域に確保する
必要性により支払う賃金

現行の「資格賃金」「成果加

算」を見直し、事業特性等

に応じた手当と60歳超継続

雇用スキームを構築する

60歳超継続雇用スキーム

処遇体系の再構築後

各社の事業特性に着目して構築する観点から、

処遇体系の再構築にあわせ各社が独自に設定

以下の要素に着目し、各社で設定

①成果・業績：評価制度における成果・業績を

　反映

②職務遂行・職務特性等を反映させる手当

③役割・役職・スキルレベル等を反映させる手当

④異動・勤務場所：事業運営上求められる人員状

　況や特定地域での勤務を反映

※地域加算手当については基準外化

図２　処遇体系の再構築の大胆なイメージ

図３　賃金項目の再構築（事業特性等に応じた手当）
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を
意
識
し
て
い
る
。

　

賃
金
項
目
は
、
現
行
の
基
準
内
賃
金
で
あ

る
「
資
格
賃
金
＋
成
果
加
算
＋
地
域
加
算
手

当
」
と
「
成
果
手
当
＋
外
勤
手
当
＋
職
責
手

当
」
を
見
直
し
、「
資
格
賃
金
＋
加
給
」
と
「
事

業
特
性
に
応
じ
た
手
当
」に
再
編
し
た
。「
資

格
賃
金
＋
成
果
加
算
」
を
現
行
制
度
よ
り
も

圧
縮
し
、
事
業
特
性
に
応
じ
た
手
当
お
よ
び

六
〇
歳
超
継
続
雇
用
ス
キ
ー
ム
の
原
資
に
充

当
す
る
。「
資
格
賃
金
＋
加
給
」
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ

グ
ル
ー
プ
共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
位

置
づ
け
る
（
図
１
、
図
３
）。

　

そ
の
結
果
、
現
行
の
賃
金
カ
ー
ブ
（
イ

メ
ー
ジ
）
は
、
と
く
に
中
堅
層
か
ら
ベ
テ
ラ

ン
層
に
か
け
て
修
正
さ
れ
、
成
果
・
業
績
に

応
じ
て
変
動
す
る
「
事
業
特
性
等
に
応
じ
た

手
当
」
で
変
動
幅
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る

（
図
２
）。
同
手
当
は
、
各
企
業
の
業
務
内
容

な
ど
に
よ
っ
て
、
千
差
万
別
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
①
営
業
従
事
者
で
は
年
間
販
売
成
果

に
応
じ
た
毎
月
の
手
当 

、
②
バ
ッ
ク
ヤ
ー

ド
従
事
者
で
は
一
年
間
の
累
積
反
映
評
価
に

応
じ
た
毎
月
の
手
当
、
③
新
た
な
事
業
創
出

に
向
け
て
関
連
会
社
に
出
向
す
る
場
合
の
手

当
―
―
な
ど
の
形
で
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
部
分
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
各
社

の
労
使
交
渉
に
委
ね
ら
れ
、
昨
年
末
に
合
意

し
た
。　

　

な
お
、
新
制
度
へ
の
移
行
時
点
か
ら
五
年

間
は
、
現
行
の
賃
金
水
準
を
維
持
す
る
等
の

経
過
措
置
（
暫
定
手
当
）
が
実
施
さ
れ
、
維

持
期
間
終
了
後
、
そ
の
手
当
が
四
分
の
一
ず

つ
逓
減
さ
れ
る
。
ま
た
、
労
使
交
渉
の
結
果
、

現
行
制
度
で
高
評
価
者
に
設
定
さ
れ
て
い
た

プ
レ
ミ
ア
ム
レ
ン
ジ
は
廃
止
さ
れ
る
が
、
同

レ
ン
ジ
の
到
達
者
に
対
し
て
は
、
プ
レ
ミ
ア

ム
レ
ン
ジ
相
当
額
を
維
持
す
る
こ
と
、
さ
ら

に
「
加
給
」
に
お
け
る
降
給
は
行
わ
な
い
こ

と
で
合
意
し
た
。

今
後
の
課
題
は
何
か

　

今
回
の
労
使
合
意
の
受
け
止
め
方
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
年
齢
層
や
現
在
お
か
れ
た
状
況
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
と
い
え
る
。
二
〇
〇
二

年
の
「
退
職
・
再
雇
用
制
度
」
導
入
は
、
労

使
に
と
っ
て
も
、
苦
渋
の
選
択
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
労
使
は
「
退
職
・
再
雇
用
制
度
」

の
廃
止
を
第
一
義
に
、
四
年
に
わ
た
る
論
議

を
積
み
重
ね
た
。
そ
し
て
労
使
が
導
き
出
し

た
も
の
は
、
同
制
度
の
廃
止
。
あ
わ
せ
て
、

組
合
が
求
め
る
「
採
用
か
ら
六
五
歳
ま
で
の

働
き
が
い
を
も
っ
て
安
心
し
て
働
き
続
け
ら

れ
る
制
度
」
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
最
終
局

面
で
「
ト
ー
タ
ル
で
充
実
を
図
る
」
と
の
基

本
的
な
考
え
方
の
も
と
、
労
使
交
渉
は
妥
結

し
た
。

　

今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
の

余
田
彰
交
渉
政
策
部
長
は
、
新
た
な
処
遇
体

系
に
お
け
る
評
価
制
度
の
運
用
が
重
要
だ
と

す
る
。「
ス
キ
ル
・
ア
ッ
プ
し
、
昇
格
を
め

ざ
す
人
、
計
画
的
に
人
材
育
成
を
し
て
き
た

人
が
き
ち
ん
と
上
が
っ
て
い
け
る
の
か
、
制

度
の
適
正
な
運
用
が
大
事
に
な
る
」。

　

ま
た
、
組
合
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
課
題
と

し
て
は
、
賃
金
体
系
が
変
わ
っ
た
た
め
、
特

別
手
当
（
年
間
一
時
金
）
制
度
の
見
直
し
を

ど
う
す
る
か
、
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
だ
。

　

採
用
か
ら
六
五
歳
ま
で
す
べ
て
の
世
代
が

新
た
な
事
業
展
開
や
新
規
分
野
へ
の
参
入
に

対
応
す
る
た
め
、
意
欲
を
高
め
て
、
能
力
を

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
使

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
始
ま
る
。

（
荻
野　

登
）

633 APRIL 2013

特集　テーマ別にみた労働統計4
【エッセイ】
［労働市場の諸要素］
　失業・非労働力 玄田　有史
　余暇 黒田　祥子
　労働時間 山本　　勲
　賃金 川口　大司
　福利厚生 西久保浩二
　職業能力開発　 原　ひろみ
　非正規労働者 神林　　龍
　転職・移動 阿部　正浩
　求人 上野　有子
　学卒者の就労 上西　充子
　職業分類 西澤　　弘

［労使関係と職場のあり方］
　ＨＲＭ 西村　孝史
　労使関係（組合組織と組織運営） 田口　和雄
　労働関係紛争 山川　隆一

　満足度（質的データ） 戸田　淳仁
　労働者の健康・メンタルヘルス 大塚　泰正
 堀田　裕司

【研究ノート（投稿）】
　技術者の仕事管理と人的資源管理
　　―電気機器メーカーＡ社研究開発管理部門の事例 田中　秀樹

【書評】
　大島真夫著『大学就職部にできること』
 稲永　由紀

【論文Today】
　「チャイナ・シンドローム―アメリカの地域労働市場に対する輸入の影響」
 川田　恵介

【フィールド・アイ】
　ミュンヘンにみる産学官連携の在り方
 櫻田　涼子
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三
菱
重
工
業
（
本
社
・
東
京
及
び
横
浜
）
は
、

定
年
後
の
「
再
雇
用
制
度
」
を
改
定
し
、「
雇

用
延
長
制
度
」
と
い
う
新
名
称
の
新
制
度
を

四
月
一
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
現
行
制

度
で
は
、
労
使
協
定
に
基
づ
き
、
欠
勤
や
懲

罰
を
受
け
た
者
は
対
象
除
外
と
な
っ
て
い
た

が
、
新
制
度
で
は
法
改
正
に
対
応
し
て
希
望

者
全
員
が
対
象
と
な
る
。
船
舶
海
洋
や
発
電

プ
ラ
ン
ト
の
建
設
な
ど
、
ベ
テ
ラ
ン
技
能
者

の
経
験
・
ス
キ
ル
が
活
か
さ
れ
る
職
場
が
多

い
同
社
だ
が
、
新
制
度
で
は
仕
事
の
評
価
が

高
ま
れ
ば
賃
金
や
一
時
金
の
増
額
も
可
能
に

な
る
制
度
設
計
と
な
っ
て
お
り
、
ベ
テ
ラ
ン

社
員
の
定
年
後
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
配

慮
し
た
。
新
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
、
昨
年

末
か
ら
会
社
と
協
議
を
続
け
て
き
た
三
菱
重

工
労
働
組
合
（
津
村
正
男
・
中
央
執
行
委
員

長
、
組
合
員
約
三
万
二
〇
〇
〇
人
）
を
取
材

し
、
労
働
組
合
側
の
主
張
点
も
含
め
、
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
聞
い
た
。

定
年
者
の
七
割
が
再
雇
用

　

船
舶
、
発
電
プ
ラ
ン
ト
、
環
境
装
置
、
産

業
用
機
械
、
航
空
・
宇
宙
機
器
な
ど
の
製
造

等
を
メ
イ
ン
の
事
業
と
し
、
全
国
二
五
カ
所

以
上
に
支
社
や
事
業
所
、
研
究
所
を
構
え
る

同
社
で
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
現
在
で
、

約
二
二
〇
〇
人
が
再
雇
用
社
員
と
し
て
働
い

て
い
る
。

　

同
社
で
は
、
三
月
末
と
九
月
末
が
毎
年
の

定
年
退
職
月
。
今
回
の
改
定
か
ら
「
雇
用
延

長
制
度
」
と
名
称
が
変
わ
る
再
雇
用
制
度
は
、

さ
か
の
ぼ
る
と
二
〇
〇
三
年
九
月
末
の
定
年

退
職
者
か
ら
業
務
上
必
要
な
社
員
を
会
社
が

雇
用
す
る
制
度
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

二
〇
〇
六
年
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

改
正
さ
れ
、
六
五
歳
ま
で
の
何
ら
か
の
雇
用

措
置
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
社

は
同
年
、
欠
勤
・
懲
罰
・
成
績
に
基
づ
く
適

用
除
外
基
準
を
労
使
協
定
に
よ
り
設
け
た
も

の
の
、
原
則
と
し
て
六
五
歳
ま
で
希
望
者
全

員
を
再
雇
用
す
る
制
度
に
切
り
替
え
た
。

　

現
行
制
度
に
な
っ
て
か
ら
、
毎
年
、
定
年

退
職
者
の
ほ
ぼ
七
割
が
再
雇
用
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。

年
収
は
定
年
時
点
の
約
六
割

　

現
行
制
度
で
は
、「
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
」

と
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
勤
務
」
の
二
つ
の
勤

務
形
態
を
用
意
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム

勤
務
の
場
合
の
就
業
時
間
の
設
定
は
、
職
場

に
よ
っ
て
多
様
だ
。

　

再
雇
用
後
の
仕
事
の
内
容
や
勤
務
場
所
を

提
示
す
る
の
は
会
社
だ
が
、
当
然
、
面
談
で

本
人
の
希
望
は
た
ず
ね
る
。
仕
事
内
容
は
、

と
く
に
現
業
の
現
場
で
は
、
現
役
時
代
に
し

て
い
た
仕
事
を
継
続
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と

い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
高
所
で
の
危
険
な
作
業

な
ど
、
再
雇
用
後
に
で
き
な
く
な
っ
て
く
る

仕
事
は
出
て
く
る
。
勤
務
形
態
は
結
果
と
し

て
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
場
合
が
多
い
。

　

雇
用
契
約
は
、
六
五
歳
ま
で
、
毎
年
、
一

年
契
約
が
更
新
さ
れ
る
。

　

再
雇
用
を
希
望
す
る
人
の
割
合
だ
が
、
職

場
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
い
う
。

　

賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
六
〇
歳

前
の
賃
金
項
目
は
生
計
費
見
合
い
分
で
も
あ

る
「
本
給
」
と
、
各
人
の
能
力
や
働
き
ぶ
り

な
ど
を
反
映
し
た
「
職
能
給
」
の
二
つ
に
大

き
く
分
か
れ
る
が
、
再
雇
用
後
は
こ
れ
を
リ

セ
ッ
ト
し
、
新
た
に
基
本
給
を
設
定
す
る
。

た
だ
、
全
員
一
律
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

定
年
退
職
時
の
職
群
等
級
と
期
待
度
合
い
等

に
基
づ
き
基
本
給
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
、「
主
任
」
や
「
作
業
長
」
な
ど
役
職

に
就
い
て
い
た
人
は
、
そ
の
分
、
賃
金
水
準

が
上
が
る
。

　

現
役
時
代
と
違
い
、
役
職
手
当
、
家
族
手

当
な
ど
の
手
当
は
つ
か
な
く
な
る
が
、
福
利

厚
生
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

　

年
間
一
時
金
は
、
再
雇
用
後
の
賃
金
額
を

ベ
ー
ス
に
、
現
役
社
員
と
同
じ
支
給
月
数
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。

　

賃
金
の
水
準
は
、
定
年
時
の
四
割
～
五
割

程
度
と
な
る
が
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
金

も
含
め
て
の
年
収
で
み
る
と
、
定
年
前
の
ほ

ぼ
六
割
に
な
る
。

　

再
雇
用
社
員
の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
は
、

全
員
が
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、「
定
年
前
と
変
わ
ら
な
い
」
と

会
社
も
一
目
置
く
社
員
も
少
な
く
な
い
。

二
〇
一
〇
春
闘
で
選
択
制
を
要
求

　

労
働
組
合
側
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
の

六
五
歳
ま
で
の
雇
用
延
長
を
求
め
て
き
た
の

か
。
労
組
は
、
三
年
前
の
二
〇
一
〇
年
の
春

闘
で
、
選
択
制
で
の
定
年
延
長
を
会
社
側
に

要
求
し
た
過
去
が
あ
る
。

　

同
労
組
が
加
盟
す
る
上
部
団
体
は
、
造
船

重
機
の
ほ
か
、
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
な
ど
を
組
織

す
る
基
幹
労
連
。
基
幹
労
連
は
二
〇
一
〇
春

闘
で
、
産
別
全
体
と
し
て
、
い
ち
早
く
年
金

支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
備
え
て
六
〇

歳
以
降
の
雇
用
の
環
境
整
備
の
必
要
性
を
強

調
し
、
春
闘
方
針
に
も
盛
り
込
ん
だ
。

　

同
社
の
労
使
交
渉
で
は
、
組
合
側
の
要
求

に
対
し
、
会
社
側
は
、
定
年
そ
の
も
の
の
見

直
し
に
難
色
を
示
す
と
と
も
に
、「
検
討
に

時
間
を
要
す
る
」
と
返
答
。
春
闘
後
、「
労

使
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、
労
務
構
成

の
将
来
的
な
見
通
し
な
ど
、
ま
ず
は
自
社
の

置
か
れ
た
状
況
に
関
す
る
認
識
の
共
有
化
か

ら
は
じ
め
、
最
適
な
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
重
ね
て
き
た
。
開
催
回
数
は

一
〇
回
以
上
に
及
ん
だ
と
い
う
。

年
末
か
ら
組
合
内
で
組
織
討
議

　

年
金
の
報
酬
比
例
部
分
の
引
き
上
げ
開
始

が
二
〇
一
三
年
四
月
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
組

合
側
は
、「
本
来
は
昨
年
九
月
に
新
制
度
の

骨
格
を
整
え
た
か
っ
た
」（
神
宮
洸
寿
書
記

長
）
の
だ
と
い
う
。

　

同
社
の
場
合
、
支
給
開
始
年
齢
引
き
上

げ
後
の
最
初
の
定
年
退
職
が
出
る
の
が

二
〇
一
三
年
九
月
末
に
な
る
こ
と
か
ら
、
新

制
度
の
内
容
が
二
〇
一
二
年
九
月
ま
で
に
整

え
ば
、
組
合
本
部
と
し
て
組
合
員
に
、
一
年

前
に
余
裕
を
持
っ
て
周
知
で
き
る
か
ら
だ
。

【事例２】
前年度の評価が賃金・
一時金に反映する雇用

延長制度を実施
三菱重工
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実
際
こ
れ
ま
で
は
、
定
年
退
職
予
定
者
に
は
、

会
社
が
一
年
前
に
制
度
の
説
明
を
す
る
と
と

も
に
労
働
条
件
を
提
示
し
、
半
年
前
に
勤
務

場
所
を
示
す
の
が
通
常
の
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
。

　

今
回
は
、
改
正
法
の
成
立
が
夏
ま
で
ず
れ

込
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
検
討
委
員
会
で
の
意

見
交
換
を
踏
ま
え
た
改
定
案
を
会
社
側
が
提

示
し
た
の
が
昨
年
末
。
こ
こ
か
ら
ほ
ぼ
二
カ

月
間
で
、
組
合
側
は
職
場
討
議
を
展
開
し
、

二
月
下
旬
ま
で
に
組
合
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス

を
ま
と
め
、
会
社
案
を
大
筋
で
認
め
る
こ
と

を
会
社
側
に
伝
え
た
。

前
年
の
評
価
反
映
額
が
次
年
の

ベ
ー
ス

　

新
制
度
で
は
ま
ず
、
現
行
制
度
に
含
ま
れ

て
い
た
除
外
規
定
（
欠
勤
・
懲
罰
・
成
績
に

基
づ
く
規
定
）
を
撤
廃
。
文
字
ど
お
り
、
希

望
者
全
員
の
制
度
と
し
た
。

　

賃
金
で
は
、
ベ
ー
ス
の
額
に
変
更
は
な
い

も
の
の
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
の
観
点

か
ら
、
定
年
退
職
時
の
職
能
給
成
績
を
反
映

さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
が
も
っ
と
も
大
き
な

変
更
点
だ
。
こ
れ
ま
で
は
、
再
雇
用
社
員
の

賃
金
額
に
は
、
定
年
退
職
直
前
の
業
績
・
貢

献
度
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
希
望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
よ
り
闊
達
に
処
遇
す
る
こ
と

に
し
た
。
新
制
度
で
は
、
年
に
一
回
、
契
約

更
新
の
際
、
仕
事
ぶ
り
と
今
後
の
期
待
度
合

い
を
評
価
し
、
評
価
に
応
じ
て
賃
金
を
ベ
ー

ス
額
か
ら
増
減
さ
せ
る
。
翌
年
の
賃
金
水
準

は
、
前
年
の
評
価
反
映
後
の
賃
金
額
が
ベ
ー

ス
と
な
る
の
で
、
優
秀
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

制
度
上
は
定
年
退
職
後
も
賃
金
カ
ー
ブ
を
描

い
て
い
け
る
こ
と
に
な
る
。

積
み
立
て
休
暇
は
継
続
の
権
利

を
維
持

　

一
時
金
に
も
評
価
反
映
を
取
り
入
れ
る
。

一
時
金
用
の
業
績
評
価
は
、
半
年
に
一
回
お

こ
な
う
。
月
数
は
現
役
社
員
の
月
数
が
自
動

的
に
当
て
は
め
ら
れ
る
が
、
同
水
準
を
ベ
ー

ス
に
し
て
評
価
に
よ
っ
て
支
給
額
は
個
々
人

で
異
な
る
よ
う
に
な
る
。

　

基
本
的
な
労
働
条
件
以
外
の
点
を
み
る
と
、

組
合
員
か
ら
の
要
望
が
多
か
っ
た
の
は
、
積

み
立
て
休
暇
に
つ
い
て
だ
っ
た
。

　

同
社
に
は
、
年
度
内
に
消
化
で
き
な
か
っ

た
年
次
有
給
休
暇
を
、
あ
る
限
度
ま
で
積
み

立
て
て
お
い
て
、
次
年
度
以
降
に
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
積
み
立
て
休
暇
制
度
が
あ
る
。

　

積
み
立
て
休
暇
は
傷
病
、
家
族
の
介
護
等

の
事
由
で
使
用
で
き
る
が
、
再
雇
用
社
員
の

場
合
、
定
年
退
職
で
現
役
時
代
の
契
約
は

い
っ
た
ん
す
べ
て
切
れ
る
の
で
、
通
常
で
あ

れ
ば
、
積
み
立
て
年
休
も
ゼ
ロ
に
リ
セ
ッ
ト

さ
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
は
組
合
が
主
張
し

て
持
ち
越
し
を
認
め
て
も
ら
っ
た
。

　

ま
た
、
社
内
で
の
勤
続
年
数
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、
再
雇
用
後
も
合
算
し
て
カ
ウ
ン

ト
す
る
こ
と
で
労
使
合
意
し
た
。
同
社
で
は
、

勤
続
一
〇
年
ご
と
を
区
切
り
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
福
利
厚
生
制
度
を
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
な
か
に
は
、
キ
ャ
リ
ア
採
用
で
、
在
職

九
年
目
で
定
年
退
職
を
迎
え
て
し
ま
う
人
も

出
て
き
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
人
た
ち
が
、

一
〇
年
を
節
目
と
し
た
福
利
厚
生
制
度
の
適

用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
。

数
年
で
団
塊
世
代
も
退
職
に

　

制
度
改
定
に
よ
る
現
場
へ
の
影
響
に
つ
い

て
、
組
合
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な

い
と
み
る
。

　

ま
ず
、
採
用
な
ど
へ
の
影
響
は
ど
う
か
。

人
数
が
多
か
っ
た
団
塊
の
世
代
は
、
あ
と
数

年
で
再
雇
用
社
員
の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
も
去
る

こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
同
社
も
含
む
造
船
重
機
業
界
は
、

一
九
七
〇
年
代
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
は
、

採
用
抑
制
で
社
員
を
新
規
採
用
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
今
後
数
年
間
は
む
し
ろ
、
ベ
テ
ラ

ン
層
の
比
率
が
低
下
し
て
く
る
。

　

会
社
自
体
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
ス
リ
ム
化

を
図
る
な
か
で
、
新
規
採
用
を
き
ち
ん
と
継

続
し
て
い
く
こ
と
の
ほ
う
が
、
事
業
運
営
上

は
大
事
に
な
っ
て
く
る
。

役
職
が
な
い
こ
と
で
現
場
で
苦

労
も

　

現
場
で
の
技
能
伝
承
面
で
は
、
職
場
に
ベ

テ
ラ
ン
が
多
く
残
る
こ
と
で
後
輩
へ
の
指
導

が
や
り
や
す
く
な
る
な
ど
、
当
然
、
プ
ラ
ス

に
な
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
ベ
テ
ラ
ン
へ
の

依
存
度
が
高
く
な
り
す
ぎ
て
、「
世
代
交
代

が
円
滑
で
な
く
な
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
面

も
あ
り
、
す
べ
て
が
よ
い
こ
と
だ
け
で
は
な

い
」（
神
宮
書
記
長
）
面
も
あ
り
、
現
場
の

う
け
と
め
方
は
複
雑
だ
。

　

な
お
、
同
社
で
は
、「
現
代
の
名
工
」
級

の
技
能
者
は
「
範
師
」
と
し
て
扱
い
、
定
年

後
も
含
め
て
、
厚
く
処
遇
し
て
い
る
と
い
う
。

　

間
接
部
門
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
運
営

で
こ
ん
な
課
題
も
聞
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、

営
業
職
の
再
雇
用
者
は
、定
年
前
は
「
主
任
」

で
あ
っ
て
も
、
名
刺
上
の
肩
書
き
が
な
く

な
る
。
取
引
先
か
ら
、「
も
っ
と
責
任
の
あ

る
人
を
連
れ
て
き
て
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。
で
は
、
役
を
付
け
て
名
刺
に

も
役
名
を
書
き
入
れ
れ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、

「
な
ら
、
そ
の
分
の
役
職
手
当
を
給
料
に
付

け
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
話
に
な
り
、
事
態
が
複
雑
に
な
る
。
今

回
は
こ
う
し
た
問
題
は
、
各
現
場
の
裁
量
で

う
ま
く
処
理
し
て
も
ら
う
こ
と
で
落
ち
着
い

た
。

　

組
合
内
部
で
の
課
題
と
し
て
は
、
現
役
中

に
グ
ル
ー
プ
内
の
関
連
会
社
（
組
合
も
別
組

織
）
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
社
員
（
組
合
員
）
が
、

定
年
を
迎
え
そ
の
ま
ま
再
雇
用
さ
れ
た
と
き

に
、
三
菱
重
工
社
籍
を
失
っ
て
、
組
合
員
籍

を
喪
失
し
て
し
ま
う
点
が
あ
る
。

抜
本
改
定
で
の
ネ
ッ
ク
は
退
職
金

　

雇
用
延
長
制
度
の
今
後
に
つ
い
て
、
組
合

側
と
し
て
は
、
在
職
老
齢
年
金
が
支
給
さ
れ

る
ま
で
雇
用
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

中
長
期
的
に
は
六
五
歳
定
年
を
視
野
に
入
れ

て
、
高
齢
者
の
働
き
方
や
雇
用
の
あ
り
方
に

つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
方
針
だ
。

し
か
し
、
残
さ
れ
た
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

　

二
〇
二
五
年
に
は
、
年
金
支
給
開
始
年
齢

が
、
完
全
に
六
五
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

ロ
ー
ン
の
返
済
な
ど
、
何
年
も
前
か
ら
退
職

金
を
当
て
に
し
て
生
活
設
計
、
家
計
を
立
て

て
い
る
組
合
員
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、

「
定
年
退
職
が
絡
む
制
度
の
変
更
は
、
十
分

に
事
前
の
準
備
や
周
知
が
欠
か
せ
な
い
」
と

神
宮
書
記
長
は
強
調
す
る
。

（
荒
川
創
太　

新
井
栄
三
）
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大
手
酒
類
食
品
メ
ー
カ
ー
の
サ
ン
ト
リ
ー

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
本
社
・
大

阪
府
大
阪
市
）
は
、
同
社
と
雇
用
契
約
を
結

ぶ
約
五
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
、
現
行
の
単
年

契
約
の
再
雇
用
制
度
を
見
直
し
、
こ
の
四
月

一
日
以
降
に
六
〇
歳
を
迎
え
る
従
業
員
を
対

象
に
六
五
歳
ま
で
の
定
年
延
長
に
舵
を
切
る
。

そ
の
狙
い
は
、「
元
気
な
シ
ニ
ア
に
一
層
活

躍
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
年
金
の
支
給
さ

れ
な
い
部
分
に
安
心
感
を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
充
実
感
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
に

な
る
こ
と
」
な
ど
。
定
年
延
長
に
伴
い
、
対

象
者
の
年
収
水
準
は
、
六
〇
歳
時
点
の
六
～

七
割
程
に
な
る
見
通
し
だ
が
、
採
用
は
従
来

の
規
模
を
継
続
し
、
六
〇
歳
以
前
の
処
遇
体

系
の
変
更
も
な
い
。
人
事
部
の
呉
田
弘
之
部

長
と
人
事
本
部
の
森
原
征
司
課
長
に
話
を
聞

い
た
。

サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
籍
の
五
千
人
が
対
象

　

サ
ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
の
概
要
は
図
表
１

の
と
お
り
。
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
に
純
粋

持
株
会
社
制
に
移
行
。
事
業
会
社
を
分
社
化

し
た
。
今
回
の
定
年
延
長
の
対
象
者
は
、
国

内
の
グ
ル
ー
プ
全
体
で
約
一
万
三
〇
〇
〇
人

い
る
社
員
の
な
か
の
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）、
サ
ン
ト
リ
ー
食
品
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
株
）、
サ
ン
ト
リ
ー

プ
ロ
ダ
ク
ツ
（
株
）、
サ
ン
ト
リ
ー
ウ
エ
ル

ネ
ス
（
株
）、
サ
ン
ト
リ
ー
酒
類
（
株
）、
サ

ン
ト
リ
ー
ビ
ア
＆
ス
ピ
リ
ッ
ツ
（
株
）、
サ

ン
ト
リ
ー
ワ
イ
ン
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

（
株
）、
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
エ
キ
ス
パ
ー

ト
（
株
）
な
ど
に
勤
務
し
、サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）
と
雇
用
契
約
を
結
ぶ

約
五
〇
〇
〇
人
。
ま
た
、
定
年
後
の
再
雇
用

者
は
現
在
約
三
五
〇
人
で
、
単
年
契
約
の
嘱

託
社
員
と
な
っ
て
い
る
。

現
行
制
度
の
概
要

　

同
社
の
定
年
退
職
後
の
高
齢
者
の
継
続
雇

用
の
歴
史
は
二
〇
〇
一
年
に
遡
る
。
同
年
か

ら
定
年
退
職
者
再
雇
用
制
度
「
エ
ル
ダ
ー

パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
」
を
導
入
。
二
〇
〇
六
年

か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
二
年
間
と
し
て
い
た
再

雇
用
期
間
を
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正

施
行
に
沿
っ
て
、
段
階
的
に
最
長
五
年
間
ま

で
延
長
し
た
。

　

現
行
の
再
雇
用
制
度
は
、
次

の
よ
う
な
形
だ
。
契
約
期
間
は

一
年
。
働
き
方
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
働
く
常
勤
と
、
勤
務
日
数

や
労
働
時
間
を
本
人
希
望
と
職

場
実
態
を
踏
ま
え
て
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
変
更
す
る
非
常
勤
の

働
き
方
が
用
意
さ
れ
、
原
則
、

六
〇
歳
時
点
の
慣
れ
た
職
場
で

働
き
続
け
る
。
賃
金
は
基
本
的

に
一
律
で
、
非
常
勤
の
場
合
は

時
給
換
算
し
て
賃
金
を
算
出
す

る
。
勤
務
に
対
す
る
評
価
は
反

映
さ
れ
な
い
が
、
特
筆
す
べ
き

成
果
が
あ
る
よ
う
な
場
合
は
、

賞
与
を
積
み
増
す
こ
と
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
自
己
負
担
を
抑

え
て
の
人
間
ド
ッ
ク
受
診
や
、

六
〇
歳
以
前
と
変
わ
ら
な
い
年

次
有
給
休
暇
日
数
の
付
与
、（
住

宅
サ
ポ
ー
ト
等
の
一
部
を
除

く
）
福
利
厚
生
な
ど
を
通
し
て
、

再
雇
用
者
の
健
康
は
も
ち
ろ
ん
、

長
年
培
っ
た
経
験
と
知
識
を
活

か
し
て
活
躍
し
続
け
ら
れ
る
よ

う
な
環
境
を
整
え
て
き
た
。

　

こ
の
結
果
、
例
年
、
定
年
退

職
者
の
七
割
超
が
再
雇
用
を
希
望
し
て
お
り
、

基
本
的
に
は
す
べ
て
の
希
望
者
に
業
務
を
紹

介
し
て
い
る
。
直
近
の
二
〇
一
一
年
に
は
、

希
望
者
の
九
八
％
が
同
制
度
を
利
用
。
昨
年

一
〇
月
一
日
現
在
、
三
五
九
人
が
同
制
度
を

利
用
し
て
い
る
（
図
表
２
）。

　

選
考
基
準
は
二
〇
〇
六
年
時
に
労
使
協
定

し
て
お
り
、
勤
務
に
耐
え
う
る
健
康
状
態
に

あ
る
こ
と
と
、
家
を
自
分
で
用
意
で
き
て
住

宅
サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
。
そ
し

て
、
考
課
基
準
で
定
年
の
直
近
二
年
間
の
評

【事例３】
65歳定年制を導入して、
元気なシニアの一層の

活躍を期待
サントリーＨＤ

図表１　サントリーグループの概要

サントリーホールディングス（株）

サントリー食品インターナショナル（株）

サントリー酒類（株）

サントリー（中国）ホールディングス

サントリーワインインターナショナル（株）

サントリーウエルネス（株）

その他事業会社

サントリービジネスエキスパート（株）

サントリーコーポレートビジネス（株）

サンリーブ（株）

サントリーフーズ（株）

サントリープロダクツ（株）

フルコアグループ

オランジーナ・シュウェップス・グループ

セレボス・パシフィック

ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ

サントリー食品アジア社

サントリービア＆スピリッツ（株）

国内グループ会社

海外グループ会社

中国酒類グループ会社

中国食品グループ会社

国内グループ会社

海外グループ会社

機能グループ会社

サントリーホールディングス本社外観（同社提供）
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価
が
標
準
よ
り
下
だ
っ
た
ら
再
雇
用
で
き
な

い
こ
と
の
、
主
に
三
つ
の
基
準
を
設
け
て
い

る
。
た
だ
し
、
実
際
の
運
用
で
再
雇
用
希
望

者
を
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
み
る
こ
と
は

「
ほ
ぼ
皆
無
」
と
い
う
。

活
躍
に
応
え
ら
れ
る
仕
組
み
の

検
討
を

　

こ
の
よ
う
な
現
行
制
度
に
対
す
る
現
場
の

声
を
人
事
部
が
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
図
表

２
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
嘱
託
に
な
る
こ
と

で
周
囲
に
遠
慮
し
て
し
ま
う
部
分
が
あ
る
し
、

周
囲
に
も
遠
慮
が
生
ま
れ
る
」
と
い
っ
た
声

が
現
役
世
代
、
再
雇
用
者
双
方
に
あ
っ
た
ほ

か
、
再
雇
用
者
か
ら
は
「
も
う
少
し
メ
リ
ハ

リ
の
あ
る
処
遇
の
方
が
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
高
ま
る
」「
住
宅
の
サ
ポ
ー
ト
は
あ
っ
た

ほ
う
が
よ
い
」
な
ど
、現
役
世
代
か
ら
は
「
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
な
い
よ
う
な
技
能
伝
承
な

ど
を
果
た
し
て
も
ら
っ
て
い
る
」
な
ど
の
意

見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
「
人
事
部
と
し
て
は
、
再
雇
用
者
に
は
非

常
に
頑
張
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
の
認
識
だ

が
、
実
際
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
み
る
と
、
現

場
の
声
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
も
、
バ
リ
バ
リ
働
い
て
い
る

人
が
多
い
こ
と
は
伝
わ
っ
て
く
る
し
、
そ
の

視
点
に
立
つ
と
、
活
躍
に
応
え
ら
れ
る
仕
組

み
や
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
と
な
っ

た
。
数
年
前
か
ら
検
討
を
積
み
重
ね
、
当
社

の
職
場
実
態
を
み
な
が
ら
、
定
年
延
長
以
外

の
選
択
肢
も
含
め
て
六
〇
歳
以
降
の
仕
組
み

に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
」

六
五
歳
定
年
制
の
導
入
を
決
断

　

検
討
の
帰
結
と
し
て
、
こ
の
四
月
一
日
か

ら
「
六
五
歳
定
年
制
」
の
導
入
を
決
め
た
（
図

表
３
）。
ま
ず
、
基
本
的
な
考
え
方
は
、「
元

気
な
高
齢
者
に
引
き
続
き
、
活
躍
し
て
も
ら

う
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
の
プ
ラ
ス

の
側
面
に
光
を
当
て
た
。
そ
の
う
え
で
、
年

金
の
支
給
さ
れ
な
い
部
分
に
安
心
感
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
充
実
感
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
向
上
に
な
り
、
そ
れ
を
業
績
向
上
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
、
社
会
の

要
請
に
一
歩
先
ん
じ
て
ト
ラ
イ
し
て
み
よ
う

と
の
考
え
が
あ
っ
た
」。

　

さ
ら
に
、
六
〇
歳
以
前
へ
の
マ
イ
ナ
ス
の

影
響
は
な
い
よ
う
に
し
た
。「
仮
に
、
六
〇

歳
よ
り
前
の
世
代
の
お
金
を
減
額
し
て
六
〇

歳
以
降
に
充
て
る
と
な
る
と
、
基
本
的
な
考

え
方
と
合
致
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
、
現
役
世
代
の
処
遇
体
系
を
変
更
し
な
い

こ
と
を
大
前
提
に
、
六
〇
歳
以
降
の
処
遇
を

新
た
に
設
計
し
た
」。

　

新
卒
採
用
も
従
来
ど
お
り
継
続
す
る
。
そ

の
根
底
に
は
、「
ベ
ー
シ
ッ
ク
に
は
企
業
の

活
力
の
観
点
か
ら
、
労
務
構
成
の
バ
ラ
ン
ス

は
し
っ
か
り
取
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
後
、
労
働
人
口
の
減
少
な
ど
の
社
会
的
な

要
因
も
あ
り
、
一
方
で
既
に
再
雇
用
で
多
く

の
方
が
活
躍
さ
れ
て
い
る
現
実
も
あ
る
な
か

で
、
採
用
活
動
は
し
っ
か
り
堅
持
し
て
行
き

た
い
」
と
の
思
い
が
あ
る
。

六
五
歳
定
年
制
の
概
要

　

旧
制
度
と
新
制
度
の
概
要
は
図
表
４
の
と

お
り
。
対
象
が
希
望
者
だ
け
で
な
く
今
年
四

月
一
日
以
降
、
六
〇
歳
を
迎
え
る
社
員
全
員

に
な
っ
た
ほ
か
、
雇
用
形
態
も
正
社
員
で
、

福
利
厚
生
も
正
社
員
な
の
で
六
〇
歳
以
前
と

変
わ
ら
ず
継
続
す
る
。
な
お
、
同
社
の
定
年

の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
六
〇
歳
の
誕
生
月
の
末

日
。
そ
れ
が
今
度
は
六
五
歳
の
誕
生
月
に
変

わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
六
〇
歳
以
前
の
働
き
方
と

処
遇
を
確
認
し
な
が
ら
、
六
五
歳
定
年
制
を

み
て
い
き
た
い
。ま
ず
、サ
ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー

プ
八
社
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
に
は
、
①
（
ビ

ジ
ネ
ス
の
プ
ロ
と
し
て
自
立
し
、
培
っ
た
経

図表２　サントリーの再雇用制度について

2001年～ 定年退職者再雇用制度を導入
2006年～ 上記制度の雇用期間を段階的に最長5年間まで延長
2013年4月 65歳定年制導入

＜現在の制度のポイント＞
・嘱託社員、単年契約
・基本的には処遇は一律
・住宅サポートなし（自己の住居から通勤）

＜再雇用者総数＞ 359名 （※2012.10.1時点）

＜2011年新規再雇用者数＞ 80名 希望者の98％ （※退職者数 95名、再雇用希望者数82名）

【再雇用制度に する社員の声】対

・嘱託になると、周囲に遠慮してしまう部分がある。

・もう少しメリハリのある処遇のほうが
モチベーションが高まる。

・マニュアル化できない技術伝承などを
果たしていただいている。

・住宅のサポートはあったほうがよい。

●定年退職者再雇用実績

再雇用者数(名)
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0
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85
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78
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100

再雇用率(％)
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図表３　65歳定年制の導入

◆元気なシニアにより一層活躍してもらう

◆社員の年金空白部分の生活を支え、充実させる

◆世の中に一歩先んじて社会の要請（労働人口・年金問題）にこたえる

基本的な
考え方

※新卒採用は従来どおり継続実施

◇2013年4月導入

◇60歳以前の処遇体系は変更しない

◇60歳以降は、60歳時点の資格に基づき新資格（３段階）へ移行

▽年収水準：60歳時点の6～7割程度（役割・資格により異なる）

制度の
ポイント

▽福利厚生制度（含む住宅サポート）は60歳以前を継続

●個人（社員）

モチベーション

●会社

・正社員で65歳まで雇用
・考課による処遇の変動

安心

・シニア層の活躍により業績向上
・先進的な取り組みによりコーポレートブランド向上

競争力の
強化

・年金の空白期間を支え、生活安定
・60歳以前同様の福利厚生施策適用

・延長部分の処遇増加
・総社員数の増加（一定の採用数は担保）

人件費増

充実
・60歳以前同様にバリバリ活躍
・キャリアサポート体制の拡充
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験
や
能
力
を
発
揮
す
る
従
業
員
の
）
Ｐ
層

②
（
部
長
、
課
長
な
ど
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
担
う
役
職
者
の
）
Ｇ
層
③
（
特
定
分
野

に
関
す
る
高
い
能
力
・
知
識
を
活
か
す
専
門

職
の
）
Ｓ
層
④
（
一
定
ゾ
ー
ン
の
年
齢
に
達

し
た
Ｇ
層
の
役
職
者
が
後
進
に
役
割
を
譲
り
、

自
ら
は
後
進
の
育
成
や
技
能
伝
承
な
ど
の
役

割
を
担
う
）
Ｅ
層
―
―
が
存
在
す
る
。
一
方
、

メ
ン
バ
ー
層
（
組
合
員
層
）
は
、
も
の
づ
く

り
現
場
で
働
く
従
業
員
の
Ｔ
コ
ー
ス
と
、
ス

タ
ッ
フ
系
な
ど
現
場
以
外
の
従
業
員
の
Ｃ

コ
ー
ス
が
あ
る
。

　

対
象
者
そ
れ
ぞ
れ
が
六
〇
歳
時
点
で
担
っ

て
い
る
資
格
と
役
割
に
応
じ
て
、
六
〇
歳
以

降
は
三
段
階
の
新
し
い
資
格
に
分
か
れ
て
処

遇
が
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
新
し
い
資
格
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
、

メ
ン
バ
ー
層
と
も
、
六
〇
歳
時
点
の
資
格
役

割
で
ど
う
な
る
か
が
決
ま
り
、
処
遇
も
そ
の

六
～
七
割
の
水
準
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

水
準
を
基
点
に
、「
目
標
設
定
→
考
課
→
処

遇
へ
の
結
び
つ
き
」
の
サ
イ
ク
ル
が
行
わ
れ
、

そ
の
評
価
に
よ
っ
て
「
現
役
世
代
ほ
ど
で
は

な
い
が
、
処
遇
に
あ
る
程
度
の
差
が
つ
く
」

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
バ
リ
バ
リ
働
い

て
も
ら
う
ポ
イ
ン
ト
は
、
処
遇
と
同
じ
ぐ
ら

い
仕
組
み
の
部
分
が
大
切
。
六
〇
歳
以
降
の

社
員
に
も
、
期
待
を
き
ち
ん
と
明
示
し
て
、

そ
れ
に
対
す
る
成
果
が
ど
う
だ
っ
た
か
を
処

遇
に
結
び
つ
け
る
サ
イ
ク
ル
を
し
っ
か
り
回

す
。
そ
の
こ
と
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ

や
活
躍
に
繋
が
っ
て
い
く
。
当
社
で
は
、
上

司
と
部
下
が
年
四
回
面
接
す
る
な
ど
、
社
員

一
人
ひ
と
り
が
納
得
で
き
る
評
価
に
努
め
て

い
る
。
今
後
は
、
六
〇
歳
以
降
も
同
様
に
面

接
も
し
っ
か
り
や
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
」
と
説
明
す
る
。
た
だ
し
、
極
端
な
差
が

つ
く
わ
け
で
は
な
く
、「
現
場
で
も
『
自
分

が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
評
価
し
て

欲
し
い
』
と
求
め
る
声
が
あ
が
っ
て
い
る
の

で
、
き
ち
ん
と
評
価
し
た
う
え
で
一
定
の
差

を
つ
け
る
レ
ベ
ル
に
し
た
」。

サ
ン
ト
リ
ー
社
員
が
求
め
ら
れ

る
「
考
動
」
を

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
六
〇
歳
以
降
に
は
設
定

し
て
い
な
か
っ
た
「
考
動
項
目
」
を
引
き
続

き
設
け
る
こ
と
に
し
た
。「
考
動
項
目
」と
は
、

サ
ン
ト
リ
ー
で
働
く
社
員
が
、
求
め
ら
れ
る

三
つ
の
要
素
の
こ
と
。
ひ
と
つ
は
各
人
の
業

務
に
求
め
ら
れ
る
行
動
や
貢
献
。
二
つ
目
は
、

会
社
が
今
の
時
代
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
強

く
出
し
て
行
き
た
い
こ
と
。
一
例
を
あ
げ
れ

ば
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
だ
っ
た
ら
革
新
や
創

造
な
ど
。
メ
ン
バ
ー
層
で
あ
れ
ば
生
産
性
の

向
上
や
挑
戦
な
ど
だ
。
そ
し
て
、
三
つ
目
は

全
社
員
共
通
に
求
め
る
「G

ood P
erson

」

の
要
素
に
な
る
。「
も
ち
ろ
ん
、
内
容
も
比

重
も
各
層
や
六
〇
歳
以
降
で
異
な
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
前
述
の
会
社
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

六
〇
歳
以
降
の
人
に
は
次
世
代
育
成
な
ど
が

入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
四
月
以
降
は

メ
ン
バ
ー
層
か
ら
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
、
六
〇

歳
以
降
層
す
べ
て
に
考
動
項
目
の
軸
を
通
し

た
形
に
な
る
」。

変
え
な
い
部
分
も
し
っ
か
り
説

明
す
る

　

サ
ン
ト
リ
ー
で
は
、
今
回
の
定
年
延
長
の

制
度
改
革
と
は
別
に
、
そ
の
前
段
で
役
割
資

格
制
度
の
中
身
の
変
更
に
加
え
て
家
族
手
当

を
次
世
代
育
成
分
に
手
厚
く
し
た
り
、
住
宅

手
当
の
持
ち
家
・
借
家
で
の
差
を
解
消
す
る

な
ど
、
福
利
厚
生
面
で
の
個
人
の
価
値
観
や

志
向
に
拠
る
部
分
を
若
年
層
や
子
育
て
世
代

に
手
厚
く
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
変
革
も

行
っ
て
き
て
い
る
。社
員
に
と
っ
て
は
、ト
ー

タ
ル
で
み
て
小
さ
く
な
い
制
度
変
革
に
な
る

の
で
、
人
事
部
も
昨
年
第
４
四
半
期
に
は
、

事
業
所
を
回
っ
て
対
象
と
な
る
五
〇
〇
〇
人

へ
の
説
明
に
奔
走
し
た
。
そ
の
際
、「
変
わ

る
部
分
も
そ
う
だ
が
、
変
え
な
い
部
分
を

し
っ
か
り
説
明
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
し
、

出
さ
れ
た
意
見
は
き
ち
ん
と
受
け
止
め
て
き

た
」
と
い
う
。

今
後
は
職
域
の
拡
大
も

　

原
則
、
全
員
が
六
五
歳
ま
で
働
く
前
提
の

な
か
で
、
職
域
の
拡
大
も
注
力
す
べ
き
課
題

に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ

い
て
聞
く
と
、「
今
の
再
雇
用
者
の
ほ
と
ん

ど
は
現
職
を
継
続
し
て
い
る
が
、
今
後
は
職

域
を
広
げ
る
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
、
営
業
部
門
で
い
っ
た
ら
、

あ
る
程
度
の
経
験
や
ス
キ
ル
が
必
要
な
法
人

営
業
部
門
を
拡
大
で
き
な
い
か
と
か
、
生
産

部
門
で
い
え
ば
技
術
伝
承
の
一
層
の
拡
大
が

で
き
な
い
か
。
個
人
の
視
点
に
立
っ
て
キ
ャ

リ
ア
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
部
署
が
あ
る
が
、

今
後
重
要
性
が
高
ま
っ
て
行
く
の
で
、
そ
こ

も
職
域
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
加
え

て
、
社
内
外
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に
支
援
策

も
拡
充
し
て
い
る
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き

た
。
な
ら
ば
、
今
後
は
会
社
が
求
め
る
仕
事

に
応
じ
て
、
六
〇
歳
以
降
の
人
事
異
動
も
あ

り
う
る
話
。「
今
の
再
雇
用
制
度
で
も
、
契

約
上
、
異
動
は
可
能
だ
が
実
際
に
は
な
い
。

確
か
に
、
今
後
は
六
〇
歳
以
降
の
人
事
異
動

も
選
択
肢
の
一
つ
」
と
み
る
。

地
道
な
取
り
組
み
が
良
好
な
職

場
環
境
を

　

最
後
に
、
高
齢
者
が
長
く
職
場
に
居
続
け

る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
。
一
般
的
に
、

現
役
世
代
に
皺
寄
せ
が
く
る
と
の
懸
念
す
る

声
が
大
き
い
し
、
前
述
の
現
場
の
声
で
も
、

互
い
に
遠
慮
し
あ
う
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

て
い
た
か
ら
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
て
は
、「
こ
れ
ま
で
再
雇
用

制
度
を
し
っ
か
り
と
進
め
、
特
別
扱
い
せ
ず

に
頑
張
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
こ
と
の
積
み
重

ね
が
、
自
分
も
頑
張
ら
ね
ば
、
と
思
う
環
境

を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
な
ど

と
分
析
。
さ
ら
に
、「
当
社
で
は
、
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
層
の
柔
軟
な
ポ
ス
ト
変
更
や
若
手
の

早
期
登
用
な
ど
の
検
討
も
行
っ
て
き
て
い
て
、

そ
う
い
う
面
も
社
員
は
み
て
い
て
、
ト
ー
タ

ル
で
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
。
定
年
延
長
す

る
四
月
以
降
も
そ
れ
が
続
け
ら
れ
る
か
は
人

事
部
門
の
取
り
組
み
に
か
か
っ
て
い
る
」
と

言
葉
を
繋
い
だ
。（

新
井
栄
三　

荒
川
創
太
）

図表４　65歳定年制概要
【制度の新旧比較】

現行（再雇用制度） 65 歳定年

対　　象

再雇用希望者のうち、勤務地
までの住居を自ら確保できる
者。直近の考課や業務態度に
より契約しない場合もあり

2013年４月以降60歳を迎える
SHD籍の全社員

雇用形態 嘱託社員 正社員

雇用年数 単年度契約 65歳定年

処遇水準
60歳時の資格に関わらず、基
本的には一律

60歳時の資格に応じて３段階
※�一般的なメンバー層で60歳
時の６～７割の水準

福利厚生 なし 60歳前と同様
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自
動
車
・
産
業
用
防
振
ゴ
ム
部
品
を
製
造
・

販
売
す
る
倉
敷
化
工
株
式
会
社
（
本
社
・
岡

山
県
倉
敷
市
）
で
は
、
二
〇
〇
六
年
に
定
年

後
に
再
雇
用
で
働
く
「
嘱
託
社
員
制
度
」
を

導
入
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
就
業
規
則
の
整
備

や
労
使
協
定
の
締
結
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、

運
用
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
課
題
を
踏
ま

え
、
昨
年
末
に
は
、
今
年
四
月
か
ら
の
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
沿
っ
た
形
で
希

望
者
全
員
が
六
五
歳
ま
で
働
け
る
よ
う
同
制

度
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
労
使
合
意
し
て
い
る
。

倉
敷
化
工
労
働
組
合
の
難
波
浩
一
委
員
長
と

岡
崎
真
太
郎
書
記
長
を
訪
ね
、
嘱
託
社
員
制

度
の
内
容
と
運
用
の
実
態
、
今
後
の
見
直
し

の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

現
行「
嘱
託
社
員
制
度
」の
概
要

　

倉
敷
化
工
の
社
員
は
約
七
五
〇
人
で
、
こ

の
ほ
か
、再
雇
用
で
働
く「
嘱
託
社
員
」（
二
九

人
）
や
、
派
遣
社
員
か
ら
直
雇
用
に
転
換
し

た「
準
社
員
」（
約
四
〇
人
）、派
遣
社
員（
三
〇

人
）
の
有
期
契
約
社
員
が
働
い
て
い
る
。
組

合
員
は
、
正
社
員
の
約
五
七
〇
人
が
加
入
し

て
お
り
、
有
期
契
約
社
員
は
組
織
化
し
て
い

な
い
。

　

同
社
が
定
年
後
の
再
雇
用
に
着
手
し
た
の

は
、
前
回
（
二
〇
〇
六
年
）
の
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
の
改
正
時
。
六
〇
歳
を
迎
え
た
月

の
月
末
に
定
年
退
職
す
る
従
業
員
が
希
望
す

る
場
合
に
、
労
使
協
定
し
た
一
定
要
件
を
満

た
す
人
を
嘱
託
社
員
と
し
て
再
雇
用
す
る
制

度
を
取
り
入
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
当
該
社
員
が
定
年
退
職
す

る
七
カ
月
前
に
嘱
託
社
員
の
位
置
づ
け
で
再

雇
用
の
道
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
希
望
者

は
六
カ
月
前
ま
で
に
申
請
す
る
。
申
請
が
出

さ
れ
た
ら
、
会
社
は
労
使
協
定
し
た
嘱
託
社

員
の
対
象
基
準
で
あ
る
、
①
勤
続
一
〇
年
以

上
②
直
近
の
勤
務
評
価
が
標
準
以
上
③
定
年

前
三
年
間
の
欠
勤
が
一
〇
日
以
下
―
―
の
嘱

託
社
員
の
対
象
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
か

を
み
て
、
再
雇
用
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、「
過
去
、
稀
に
評
価
が

低
く
な
る
形
で
基
準
を
満
た
さ
な
い
扱
い
に

な
る
人
も
い
た
。
た
だ
、
そ
う
い
っ
た
レ
ア

ケ
ー
ス
を
除
け
ば
希
望
し
た
ら
大
体
、
再
雇

用
さ
れ
て
い
る
」（
岡
崎
書
記
長
）
と
い
う
。 

　

現
行
制
度
で
は
給
与
は
時
給
制
で
、
基
本

時
給
と
加
算
時
給
で
構
成
し
て
い
る
。
基
本

時
給
は
九
〇
〇
円
。
そ
れ
に
、
プ
レ
ス
作
業

な
ど
の
熱
処
理
関
係
の
業
務
に
就
く
人
に
は

環
境
手
当
が
二
五
〇
円
加
算
さ
れ
る
。
諸
手

当
は
環
境
手
当
の
ほ
か
、
交
代
手
当
や
連
続

勤
務
手
当
、
営
業
所
に
勤
務
す
る
人
に
貸
与

さ
れ
る
社
宅
の
利
用
も
継
続
で
き
る
。
ま
た
、

福
利
厚
生
も
従
業
員
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

　

契
約
期
間
は
一
年
更
新
で
、
働
き
方
は
フ

ル
タ
イ
ム
勤
務
の
み
。
原
則
、
定
年
前
の
職

場
で
同
内
容
の
仕
事
を
こ
な
す
人
が
多
く
、

現
役
時
代
と
変
わ
ら
ず
残
業
す
る
人
も
少
な

く
な
い
。

　
「
嘱
託
社
員
は
大
半
が
今
ま
で
と
同
じ
職

場
で
働
い
て
い
る
。
間
接
部
門
は
一
部
、
総

務
や
守
衛
の
仕
事
に
移
る
人
も
い
る
が
、
現

場
は
と
く
に
同
じ
職
場
で
働
く
傾
向
が
強
い
。

当
社
は
五
五
歳
で
役
職
定
年
を
迎
え
て
、
そ

の
後
は
職
制
か
ら
離
れ
て
働
く
の
で
、
引
き

続
き
同
じ
仕
事
が
で
き
や
す
い
」

　

た
だ
し
、
現
役
時
代
に
あ
っ
た
勤
務
評
価

は
な
く
、
処
遇
も
一
律
で
、
賞
与
は
な
い
。

再
雇
用
を
希
望
す
る
人
は
五
、

六
割
程
度

　

こ
の
嘱
託
社
員
制
度
を
希
望
す
る
定
年
退

職
者
は
「
毎
年
、
大
体
五
～
六
割
」
と
い
う

か
ら
、
職
種
や
事
業
所
で
濃
淡
は
あ
る
も
の

の
、
全
体
で
み
れ
ば
今
は
半
数
近
い
人
が
再

雇
用
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
岡
崎

書
記
長
は
、「
労
組
と
し
て
希
望
し
な
か
っ

た
人
に
、
そ
の
理
由
を
聞
き
取
っ
て
は
い
な

い
が
、
定
年
後
の
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
は
趣
味

と
か
家
族
と
ゆ
っ
く
り
過
ご
し
た
い
な
ど
の

ニ
ー
ズ
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
し
、
現
役
と
変

わ
ら
な
い
仕
事
は
厳
し
い
と
の
声
も
あ
る
。

あ
と
は
、
そ
れ
が
理
由
で
再
雇
用
を
望
ま
な

い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
兼
業
農
家
が
多

い
な
ど
の
地
域
特
性
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
み
る
。

現
役
と
同
じ
仕
事
は
厳
し
い

　

そ
こ
で
今
回
、
嘱
託
社
員
制
度
の
見
直
し

の
議
論
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
改
正
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
な
ど
に
対
応
す
る
目
的
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
組
合
員
の
声
を
し
っ
か

り
聞
く
こ
と
を
第
一
に
考
え
た
。

　
「
組
合
員
に
話
を
聞
く
と
、
法
改
正
の
選

択
肢
の
な
か
で
、
定
年
延
長
や
定
年
年
齢
の

廃
止
よ
り
も
本
人
が
選
択
で
き
る
再
雇
用
に

一
番
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
状

は
魅
力
の
あ
る
は
ず
の
再
雇
用
の
希
望
者
が

六
〇
％
に
満
た
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
健

康
上
の
問
題
と
か
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
以
外
に

職
場
環
境
の
問
題
が
あ
る
。『
六
〇
歳
過
ぎ

て
も
現
役
と
同
じ
仕
事
は
難
し
い
』
と
の
理

由
で
希
望
し
な
い
人
が
い
て
、
と
く
に
製
造

現
場
で
は
希
望
者
が
半
数
以
下
の
年
も
あ
る
。

春
闘
の
学
習
会
で
労
働
環
境
面
で
の
付
帯
要

求
部
分
の
議
論
を
し
た
際
に
も
、
誰
も
が
定

年
以
降
の
働
き
方
に
不
安
が
あ
っ
た
。
賃
金

面
も
そ
う
だ
が
、
同
じ
く
ら
い
職
場
環
境
面

の
こ
と
も
解
決
し
た
い
と
。
今
回
、
そ
の
あ

た
り
の
課
題
も
解
消
し
た
い
と
の
労
使
の
共

通
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
改
正
内

容
を
詰
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
」（
難
波
委

員
長
）。

【事例４】
60歳以降の働き方を
魅力あるものにする 
ための処遇改善を

倉敷化工
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基
本
時
給
の
増
額
や
加
算
時
給

項
目
の
新
設
を

　

こ
う
し
た
議
論
を
経
て
見
直
さ
れ
た
、
新

制
度
の
改
定
内
容
は
図
表
１
の
と
お
り
。
ま

ず
、「
法
改
正
の
趣
旨
に
基
づ
き
、評
価
や
働

く
意
思
、
健
康
面
な
ど
に
つ
い
て
の
労
使
協

定
の
制
約
を
廃
止
し
、
希
望
者
全
員
が
六
五

歳
ま
で
働
け
る
場
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
」。

　

そ
の
う
え
で
、「
年
金
が
削
ら
れ
な
い

程
度
に
設
定
し
て
い
た
」
基
本
時
給
額
を

一
〇
〇
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
嘱
託
社

員
の
増
加
に
伴
う
職
種
の
多
種
多
様
化
に
対

応
す
べ
く
、
加
算
時
給
項
目
の
増
設
も
決
め

た
。
現
行
と
改
定

後
の
嘱
託
社
員
の

給
与
を
比
較
す
る

と
、
年
収
で
約

二
〇
万
円
増
に
な

る
。
ま
た
、
改
定

後
に
は
嘱
託
社
員

全
員
に
新
制
度
を

適
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
た
め
、

従
来
か
ら
の
嘱
託

社
員
に
は
、
残
業

時
間
数
次
第
で
年

金
額
が
削
ら
れ
て

い
る
人
も
い
て
、

今
回
の
時
給
の
改

正
で
さ
ら
に
減
額

さ
れ
る
可
能
性
も

生
じ
る
。

　

見
直
し
の
中
身

に
つ
い
て
岡
崎
書

記
長
は
、「
基
本

時
給
は
、
こ
れ
ま

で
の
嘱
託
社
員
と

四
月
以
降
に
新
し

く
嘱
託
社
員
に
な

る
人
の
間
に
差
が

あ
る
と
、
同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金

の
観
点
で
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
年
金
が
削
ら
れ
る
な
ど
の
事

情
は
、
個
々
人
が
計
算
し
て
調
整
す
る
よ
う

理
解
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
今

ま
で
は
営
業
マ
ン
や
精
練
作
業
な
ど
を
行
う

嘱
託
社
員
は
い
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
そ
う

い
っ
た
仕
事
で
も
嘱
託
社
員
が
出
て
く
る
の

で
、
加
算
時
給
の
項
目
を
新
設
す
る
こ
と
に

し
た
」
と
説
明
す
る
。

年
金
の
空
白
期
間
へ
の
対
応
の

視
点
は
な
い

　

さ
ら
に
、
難
波
委
員
長
は
、
今
回
の
改
定

の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、「
改
正
法
を
遵
守

す
る
考
え
で
制
約
を
廃
す
る
こ
と
と
、
六
〇

歳
以
降
の
働
き
方
を
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る

た
め
の
処
遇
改
善
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
年
金
の

空
白
期
間
へ
の
対
応
の
視
点
は
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
」
と
補
足
す
る
。

　
「
誤
解
さ
れ
た
く
な
い
の
が
、
当
社
の
今

回
の
処
遇
改
善
は
年
金
の
空
白
部
分
の
補
填

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
今
回
、
嘱
託
社

員
の
時
給
を
引
き
上
げ
た
決
断
は
、
年
金
と

の
接
続
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
今

ま
で
の
労
働
環
境
を
魅
力
の
あ
る
も
の
に
し

て
い
こ
う
と
の
考
え
方
か
ら
な
さ
れ
た
も
の

だ
。
ま
ず
は
定
年
後
の
再
雇
用
の
前
提
で
、

同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
に
は
で
き
な
い
が
、

今
の
賃
金
水
準
を
上
げ
よ
う
と
な
っ
た
。
併

せ
て
、
手
当
部
分
も
、
現
役
世
代
と
同
じ
よ

う
な
配
分
に
な
る
よ
う
に
考
え
た
。
年
金
の

補
填
で
は
な
い
の
で
、
年
金
支
給
年
齢
の
三

年
ご
と
の
段
階
的
な
引
き
上
げ
は
関
係
な
く
、

四
月
以
降
は
今
の
嘱
託
社
員
も
含
め
、
対
象

者
全
員
が
同
じ
水
準
に
な
る
」

将
来
的
に
は
今
の
人
事
評
価
制

度
の
再
構
築
も

　

話
を
聞
い
て
い
る
と
、
難
波
委
員
長
、
岡

崎
書
記
長
と
も
に
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃

金
」
の
言
葉
が
よ
く
出
て
く
る
。
労
組
役
員

と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
難
波
委
員
長
は
、「
今

回
の
改
定
で
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
実
現
で

き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
き
る
だ
け

近
づ
け
よ
う
と
思
っ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、

同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
に
つ
い
て
は
、
将

来
、
定
年
年
齢
を
六
五
歳
に
す
る
決
断
を
す

る
前
に
、
今
の
人
事
評
価
制
度
の
再
構
築
を

し
っ
か
り
考
え
て
、
不
平
等
の
な
い
よ
う
に

変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」

と
言
い
切
る
。

　

こ
こ
で
、
現
行
の
人
事
評
価
制
度
の
内
容

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
か
つ
て
、
同

社
の
従
業
員
の
査
定
は
、
直
接
・
間
接
部
門

と
も
に
直
属
の
上
司
が
行
い
、
さ
ら
に
上
に

あ
げ
て
賃
金
や
一
時
金
の
支
給
率
を
決
め
て

い
た
。
一
〇
年
ほ
ど
前
、
そ
れ
を
目
標
管
理

制
度
に
変
え
、
上
司
と
部
下
が
会
社
の
業
務

の
方
向
性
や
自
ら
の
業
務
の
目
標
を
立
て
た

う
え
で
半
年
ご
と
に
面
談
し
、
そ
の
結
果
を

五
段
階
で
評
点
し
て
定
昇
額
と
一
時
金
の
支

給
率
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
に
変
更
。
同
時

に
、
賃
金
カ
ー
ブ
を
寝
か
せ
る
形
で
職
級
も

見
直
し
た
。
結
果
、
実
態
と
賃
金
ベ
ー
ス
の

合
わ
な
い
人
が
で
て
き
て
し
ま
い
、
調
整
給

の
補
填
で
手
当
て
し
た
が
、
そ
れ
が
既
得
権

と
し
て
定
着
し
て
、
今
の
制
度
の
ス
タ
ー
ト

後
に
入
社
し
て
き
た
人
と
の
間
に
歪
み
が
生

じ
て
い
る
。「
毎
年
の
春
闘
交
渉
時
の
賃
金

改
善
で
そ
の
是
正
を
図
っ
て
き
て
い
る
が
、

な
か
な
か
難
し
い
」
と
い
う
。

　

と
は
い
え
、
実
際
に
会
社
側
か
ら
制
度
改

定
の
提
案
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、「
今
は

ま
だ
、
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
と
う
と
し
て
い

る
状
態
」
だ
。

　
「
新
人
事
評
価
制
度
に
変
え
た
と
き
か
ら

１．対象基準の見直し
改正法により「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの見直し」となるため対象基準を改定する。

改　定　前 改　定　後
勤続 10 年以上、評価が標準以上、3年間の欠勤
が 10 日以下などの対象基準有り。

改正法に準じて基準要件を緩和。

２．時給の見直し
嘱託社員の増加による職種の多種多様化に対応するため加算時給の項目を見直し（廃止、増設）、
また、近年の増税傾向であることや年金支給年齢の引き上げなどを考慮し基本時給の改定をする。

改定前 改定後
時給＝基本時給＋加算時給 時給＝基本時給＋加算時給
基本時給 　900円 基本時給 　1,000円
加算時給 加算時給
成形作業 ＋250円 精練作業※１  ＋250円
ロッド組立作業 ＋250円 成形作業  ＋250円
ホース加硫作業 ＋250円 ホース加硫作業  ＋250円

営業外勤業務  ＋150円
本社以外の営業内勤業務  ＋ 50円
※ 1：精練班　三階作業、特定作業、ロール作業のみ

３．改定実施
2013 年 4 月 1 日

図表１　制度改定内容
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の
課
題
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
部
分
も
あ

る
し
、
運
用
上
で
出
て
き
て
い
る
課
題
も
当

然
あ
る
。
現
役
世
代
も
前
述
し
た
既
得
権
を

主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
を
見
据
え
、

今
の
賃
金
制
度
が
ど
う
な
の
か
を
理
解
し
た

う
え
で
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
を
整
理

し
て
い
な
け
れ
ば
制
度
を
変
え
る
議
論
に
は

な
ら
な
い
。
そ
こ
を
し
っ
か
り
見
つ
め
た
う

え
で
、
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
運
用
上

で
対
応
で
き
る
の
か
な
ど
を
考
え
る
。
当
労

組
は
五
年
に
一
度
、
大
き
い
意
識
調
査
を

や
っ
て
い
る
。
直
近
で
は
昨
年
、
実
施
し
て

定
年
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
次
回

の
調
査
で
は
、
今
の
人
事
・
賃
金
制
度
の
課

題
に
つ
い
て
の
項
目
を
設
け
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
」

組
合
員
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
働

き
方
の
模
索
を

　

話
を
前
述
の
嘱
託
社
員
の
働
き
方
の
問
題

に
戻
そ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
倉
敷
化
工
の

六
〇
歳
以
降
の
働
き
方
で
は
、
賃
金
面
と
も

う
ひ
と
つ
、
定
年
前
と
同
じ
職
場
で
現
役
同

様
に
同
じ
仕
事
を
こ
な
す
環
境
に
課
題
が

あ
っ
た
。
今
回
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ど
う
考
え
て
き
た
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
難

波
委
員
長
に
見
解
を
述
べ
て
も
ら
っ
た
。

　
「
労
働
環
境
に
つ
い
て
は
、
会
社
側
に
情

報
交
換
的
に
半
日
勤
務
な
ど
の
提
案
も
し
て

み
た
。
た
だ
、
現
実
問
題
と
し
て
、
い
ま
既

に
勤
務
時
間
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
結
構

あ
っ
て
、
そ
れ
に
加
え
て
再
雇
用
者
の
半
日

勤
務
と
な
る
と
管
理
面
で
厳
し
い
。
そ
れ
以

外
に
も
、
仕
事
の
確
保
や
正
社
員
の
有
休
取

得
、
半
日
勤
務
者
の
退
職
後
の
後
任
の
確
保

な
ど
が
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
職
制
の
負

荷
も
高
ま
る
な
ど
の
懸
念
も
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
今
の
働
き
方
に
課
題
が
あ
る
こ
と
も

認
識
し
て
い
る
の
で
、
今
回
ま
ず
は
法
改
正

に
合
わ
せ
て
基
準
を
つ
く
り
、
働
き
方
に
つ

い
て
は
継
続
協
議
の
場
で
話
し
合
っ
て
い
く

が
、
他
社
の
状
況
も
み
な
が
ら
、
組
合
員
の

ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
形
を
模
索
し
て
い
き
た

い
」

　

実
際
、
嘱
託
社
員
の
な
か
に
は
、
間
接
部

門
を
中
心
に
月
二
〇
～
三
〇
時
間
残
業
を
す

る
人
も
い
て
、
そ
う
い
う
人
は
先
述
し
た
よ

う
な
年
金
の
減
額
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
か
。
難
波
委
員
長
は
、「
そ
こ
は
職

場
の
課
題
と
し
て
、
個
人
に
偏
り
過
ぎ
な
い

よ
う
な
改
善
を
今
回
の
制
度
見
直
し
と
は
別

に
や
る
必
要
も
あ
る
」
と
話
す
。

ゴ
ム
連
合
指
針
を
参
考
に
年
内

合
意

　

倉
敷
化
工
労
組
の
今
回
の
制
度
見
直
し
の

取
り
組
み
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
昨
年
末
に
労
使
合
意
を
終
え
て
、
組
合

員
へ
の
説
明
に
十
分
な
時
間
を
設
け
て
い
る

こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
労
組
が
加

盟
し
て
い
る
産
別
組
織
で
あ
る
ゴ
ム
連
合
が

昨
年
五
月
の
中
央
委
員
会
で
確
認
し
た
「
再

雇
用
制
度
指
針
」
が
役
立
っ
た
と
い
う
。

　

指
針
は
、
①
二
〇
一
三
年
以
降
、
六
〇
歳

の
定
年
退
職
期
と
公
的
年
金
受
給
開
始
時

期
と
の
間
に
空
白
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、

六
五
歳
ま
で
（
そ
れ
以
降
も
含
む
）
の
雇
用

確
保
が
企
業
の
社
会
的
責
務
と
な
っ
て
い
る

②
定
年
退
職
を
向
か
え
、
再
雇
用
を
希
望
す

れ
ば
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
る
制
度
と
し
て
い

く
③
六
〇
歳
以
降
の
就
労
も
原
則
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
一
人
前
に
働
く
こ
と
が
前
提
に

な
る
④
定
年
後
も
心
身
と
も
に
働
き
続
け
て

行
く
た
め
の
労
働
環
境
や
教
育
体
制
の
整
備

を
行
う
―
―
な
ど
の
基
本
ス
タ
ン
ス
を
明
記
。

現
状
、
主
に
継
続
雇
用
制
度
で
の
運
用
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
定
年
年
齢
の
変
更
は

六
〇
歳
ま
で
の
労
働
条
件
に
関
わ
る
課
題
が

多
く
、
短
期
間
で
労
使
協
議
が
成
立
し
な
い

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
既
存
の
再
雇
用
制

度
の
見
直
し
が
で
き
る
こ
と
や
、
同
じ
業
務

で
あ
り
続
け
る
限
り
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条

件
、
福
利
厚
生
面
の
処
遇
の
連
続
性
を
考
慮

す
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
再
雇
用
用
件
や
、
働
き
方

と
労
働
時
間
、
賃
金
、
福
利
厚
生
な
ど
の
具

体
的
な
制
度
設
計
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
単
組
で
の
賃
金
設
計
時
に
は
、

①
六
〇
歳
時
点
の
賃
金
水
準
（
モ
デ
ル
賃
金

等
）
を
確
認
②
既
存
の
再
雇
用
制
度
に
お
け

る
収
入
実
態
③
既
存
の
再
雇
用
者
収
入
か
ら

新
た
な
賃
金
水
準
を
導
く
④
高
年
齢
雇
用
継

続
給
付
の
有
無
（
公
的
給
付
の
利
用
）
⑤
正

社
員
と
の
均
衡
水
準
の
点
検
と
見
直
し
⑥
そ

の
他
（
高
年
齢
者
生
計
費
、
地
域
性
、
企
業

実
態
等
）
―
―
の
視
点
を
持
ち
、
年
齢
別
最

低
賃
金
や
現
行
の
有
期
契
約
労
働
者
の
賃
金

水
準
な
ど
も
参
考
材
料
に
、
各
単
組
の
実
情

を
踏
ま
え
た
水
準
を
導
く
と
の
考
え
方
を
掲

げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
指
針
に
は
、
取
り
組
み
の
進
め
方

と
し
て
、
単
組
の
改
定
要
求
決
定
か
ら
労
使

協
議
、
労
使
協
定
締
結
、
組
合
員
へ
の
新
制

度
説
明
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ

も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
考
え
方
と
賃
金
水
準
の
部
分
も
か
な
り

参
考
に
し
た
が
、
一
番
意
識
し
た
の
は
、
指

針
が
示
し
て
い
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
。
そ

れ
に
沿
っ
て
交
渉
し
た
か
ら
、
昨
年
一
二
月

末
ま
で
に
新
制
度
の
労
使
協
定
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
実
を
い
う
と
労
使
協
議
で
は
、

『
春
闘
時
期
に
決
め
た
ら
ど
う
か
』
と
の
議

論
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
規
定
を
結
ぶ
と
い
う

こ
と
は
労
組
に
も
説
明
責
任
が
生
じ
る
。
だ

か
ら
会
社
側
に
は
、『
一
二
月
ま
で
に
協
議

を
終
え
て
、
年
明
け
か
ら
説
明
期
間
を
設
け

て
四
月
の
法
改
正
を
迎
え
よ
う
』
と
訴
え
た
。

規
定
を
結
ぶ
以
上
、
会
社
も
説
明
す
る
だ
ろ

う
し
、
こ
ち
ら
も
説
明
を
尽
く
す
。
そ
れ
が

指
針
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
だ
か

ら
、
し
っ
か
り
守
る
」

採
用
人
数
や
福
利
厚
生
費
の
チ

ェ
ッ
ク
を

　

図
表
２
の
嘱
託
社
員
の
今
後
の
推
移
を
み

る
と
、
五
、六
年
も
経
つ
と
嘱
託
社
員
は
現

役
社
員
の
一
割
超
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
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て
い
る
。
な
ら
ば
、
嘱
託
社
員
が
増
え
る
こ

と
に
伴
う
現
役
世
代
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は

ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
今
回
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
現
役
世
代

へ
の
影
響
は
当
然
考
え
た
。
新
た
な
原
資
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
か
ら
だ
。

現
在
の
希
望
者
は
六
割
弱
だ
が
、
会
社
側
は

希
望
者
が
一
〇
〇
％
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し

て
原
資
を
割
り
出
し
て
い
る
。
経
営
者
団

体
の
調
査
な
ど
を
み
て
も
、
大
体
七
、八
割
、

多
い
と
こ
ろ
で
九
割
程
の
業
界
が
『
新
規
採

用
に
影
響
が
あ
る
』
と
答
え
て
い
て
、
そ
こ

は
一
歩
踏
み
出
す
の
に
も
っ
と
も
躊
躇
し
た

部
分
。
新
規
採
用
や
中
途
採
用
の
確
認
は
労

組
に
連
絡
が
来
る
の
で
、
そ
の
段
階
で
人
数

を
減
ら
し
て
い
な
い
か
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
を

し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
従
業
員
全
体
の
福
利

厚
生
費
を
下
げ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

こ
ち
ら
も
チ
ェ
ッ
ク
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
の
と
こ
ろ
、
経
営
側
か
ら
は
、『
そ
う
い
っ

た
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
』
と

の
返
答
だ
が
、
今
後
の
労
使
協
議
で
も
継
続

的
に
影
響
の
有
無
を
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
」

現
役
時
代
か
ら
の
社
員
教
育
の

充
実
を

　

で
は
、
対
象
基
準
を
廃
し
た
こ
と
に
よ
る

現
役
世
代
へ
の
影
響
は
ど
う
か
。
も
し
も
、

基
準
に
抵
触
す
る
よ
う
な
人
が
希
望
し
て
職

場
に
残
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
も
周
囲
の

負
担
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
「
そ
こ
も
影
響
は
あ
る
だ
ろ
う
。
他
の
組

合
も
非
常
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
し
、

当
労
組
も
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
会
社

側
か
ら
は
、『
今
ま
で
の
就
業
規
則
を
再
確

認
し
て
指
針
に
基
づ
い
て
文
言
は
し
っ
か
り

入
れ
て
お
き
た
い
』
と
の
提
案
が
あ
り
、
労

組
と
し
て
特
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
会
社

側
に
は
、
基
準
に
抵
触
す
る
よ
う
に
な
る

前
に
き
ち
ん
と
教
育
し
て
く
る
べ
き
だ
し
、

六
〇
歳
に
な
っ
て
そ
れ
が
で
き
て
な
か
っ
た

ら
と
い
っ
て
、『
じ
ゃ
あ
、す
み
ま
せ
ん
が
…
』

と
な
る
話
な
の
か
、
と
話
し
て
い
る
。
そ
の

思
い
は
一
緒
で
、
会
社
も
数
年
前
か
ら
大
企

業
並
み
の
倫
理
観
を
持
っ
た
人
を
育
て
よ
う

と
行
動
し
て
い
る
。
や
は
り
、
会
社
の
ル
ー

ル
や
労
使
協
議
し
て
決
め
て
き
た
も
の
は
守

る
習
慣
を
つ
け
て
い
く
べ
き
。
従
業
員
自
身

も
そ
う
だ
し
、
組
合
も
し
っ
か
り
と
行
動
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
」

　

人
材
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
れ
ば
、
今
後

の
嘱
託
社
員
の
増
加
と
相
ま
っ
て
、
職
域
の

拡
大
や
事
業
所
を
越
え
る
人
事
異
動
も
増
え

て
き
そ
う
だ
。

　
「
今
後
は
違
う
仕
事
を
や
る
人
が
増
え
る

こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。
営
業
職
な
ど
は
、

場
合
に
よ
っ
て
は
営
業
所
の
異
動
な
ど
も
あ

り
え
る
と
思
う
。
現
場
も
今
は
基
本
的
に
は

元
職
場
で
一
作
業
員
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し

て
働
き
続
け
る
人
が
多
い
が
、
労
組
と
し
て

は
経
験
を
積
ん
だ
人
が
人
材
育
成
に
も
目
を

向
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
考
え
て
欲
し

い
と
の
思
い
も
あ
る
」

嘱
託
社
員
や
準
社
員
の
処
遇
改

善
に
も
尽
力

　

冒
頭
、
記
し
た
よ
う
に
、
倉
敷
化
工
労
組

で
は
、
嘱
託
社
員
や
準
社
員
な
ど
の
非
正
規

社
員
は
組
織
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
今
後

も
、
そ
の
方
向
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
。

　
「
組
合
員
か
否
か
の
発
想
で
は
な
く
、
同

じ
職
場
で
働
く
仲
間
と
し
て
意
見
が
あ
れ
ば

聞
く
し
、
一
緒
に
働
く
仲
間
の
環
境
が
改
善

さ
れ
れ
ば
、
組
合
員
も
よ
い
影
響
を
享
受
で

き
る
と
の
考
え
方
で
、
取
り
組
ん
で
き
て
い

る
。
事
実
、
今
回
の
嘱
託
社
員
制
度
の
見
直

し
も
そ
う
だ
。
嘱
託
社
員
や
準
社
員
の
組
織

化
に
つ
い
て
は
、
検
討
課
題
で
は
あ
る
が
、

現
段
階
で
必
要
性
は
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
準
社
員
に
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

強
化
の
た
め
の
正
社
員
登
用
制
度
が
あ
り
、

既
に
二
〇
人
ぐ
ら
い
が
正
社
員
に
な
っ
て
い

る
。
頑
張
っ
て
働
く
と
登
用
さ
れ
る
し
、
そ

う
し
た
ら
組
合
員
に
な
る
。
嘱
託
社
員
も
い

ず
れ
定
年
延
長
の
話
が
現
実
味
を
帯
び
て
く

る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
な
っ
た
ら
組
合
員
に
な

る
わ
け
だ
」

今
後
の
課
題

　

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

ま
ず
職
場
の
問
題
と
し
て
、「
今
後
、
高
齢

者
の
人
数
が
増
え
て
く
る
こ
と
に
伴
い
、
今

ま
で
と
は
異
な
る
安
全
衛
生
面
で
の
問
題
が

起
き
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
の
点

に
は
注
力
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
安
全

衛
生
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
上
部
団
体
の
ゴ

ム
連
合
で
も
数
年
前
か
ら
重
点
課
題
に
な
っ

て
い
る
し
、
こ
の
問
題
は
現
役
世
代
に
も
影

響
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
」
な
ど
と
指
摘
。
さ
ら

に
、「
こ
れ
は
民
間
で
は
な
く
公
的
な
問
題

だ
ろ
う
が
」
と
前
置
き
し
つ
つ
、「
あ
ま
り

話
題
に
な
ら
な
い
が
、
手
を
上
げ
た
い
の
に

上
げ
ら
れ
な
い
人
た
ち
へ
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
希
望
者
全

員
と
は
い
え
、
家
庭
環
境
や
体
調
な
ど
の
理

由
で
『
無
理
だ
』
と
思
う
人
に
対
し
て
も
年

金
の
空
白
期
間
は
生
じ
る
。
そ
こ
の
部
分
を

ど
う
し
て
い
く
の
か
が
抜
け
て
い
る
の
で
は

と
思
う
」
と
し
て
、
会
社
に
残
れ
な
い
人
へ

の
対
応
の
問
題
を
あ
げ
た
。

（
新
井
栄
三　

荒
川
創
太
）


